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令和元年第３回砥部町議会定例会（第１日） 会議録 
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１ 番 柿本 正   ２ 番 佐々木公博  ３ 番 原田公夫 

４ 番 東 勝一   ６ 番 佐々木 雄  ７ 番 森永茂男 

８ 番 松﨑浩司   ９ 番 大平弘子   10 番 岡利昌 

11 番 政岡洋三郎     12 番 山口元之   13 番 井上洋一 

14 番 中島博志       15 番 平岡文男   16 番 三谷喜好 

欠 席 議 員 ５ 番 菊池伸二 

地方自治法

第 121条第１

項の規定に

より説明の

ため会議に

出席した者

の職氏名 

町 長    佐川秀紀    副町長     上田文雄 

教育長    武智省三    総務課長    相原清志 

企画財政課長 大江章吾    地域振興課長  岡田洋志 

戸籍税務課長補佐 古川雅志    保険健康課長  池田晃一 

介護福祉課長 松下寛志    子育て支援課長 田邊敏之 

建設課長   門田 作    農林課長    大内 均 

生活環境課長 田中克典    上下水道課長  伊達定真 

会計管理者  門田 巧    広田支所長   髙橋 桂 

学校教育課長 門田敬三    社会教育課長  町田忠彦 

本会議に職務のため出席した者の職氏名 
議会事務局長 前田正則 

局長補佐   楠 耕一 

会議録署名 

議員の指名 

議長は、会議録署名議員に次の２名を指名した。 

４番 東 勝一  ６番 佐々木 雄 

傍 聴 者 ２人 
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日程第 05 一般質問 
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令和元年第３回砥部町議会定例会 

令和元年９月５日（木） 

午前９時 30分開会 

 

○議長（中島博志） ただいまから、令和元年第３回砥部町議会定例会を開会します。町長

から招集の挨拶があります。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 令和元年第３回定例会の開会にあたり、一言、ご挨拶を申し上げます。

議員の皆様におかれましては、公私ともに何かとお忙しい中、ご出席を賜り、ご提案させて

いただいております案件につきまして、ご審議を賜りますことに対しまして、厚く御礼を申

し上げます。まず、８月末に九州北部を襲った記録的大雨によりまして、お亡くなりになら

れた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。また、被災された皆様方にお見舞い申し上

げますとともに、被災地の１日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。さて、世界最大の

スポーツイベントであります東京オリンピックの開催まで１年を切りました。東京オリンピ

ックの聖火台を砥部焼で作ろうとの一言で始まる、砥部町民ミュージカルシンパシーライジ

ング砥部焼物語の公演から、２年が経ちました。砥部の魅力を日本全国へ、そして世界へ、

とミュージカルの脚本を手掛けた砥部町出身の大森研一監督をはじめ、地域の方々の熱い思

いが実り、今月中旬から、映画化されたシンパシーライジングの撮影が、全編砥部町ロケに

よって始まります。来年の春には、全国での上映が予定されております。砥部町・砥部焼の

魅力を全国の皆様へお届けできる絶好の機会と大いに期待しているところでございます。ま

た、明日は、大南に移転新築されました愛媛県産業技術研究所窯業技術センターの落成式が

行われます。当センターは、砥部焼の振興に欠かすことのできない重要な基幹施設であり、

当センターを町内に存続していただき、そして、早期整備にご尽力を賜りました愛媛県知事

をはじめ関係各位にこの場をお借りしまして御礼を申し上げます。砥部焼の更なる振興はも

とより、砥部町の発展の一助となるものと本当にありがたく感謝しております。さて、本定

例会では、窯業技術センターの新築に伴い、県と町が協力して実施する、海外陶芸家招致事

業の関係経費 29万４千円、町道日の出広瀬線と県道久谷森松停車場線の交差部における改良

請負工事費 3,700万円の追加などを含む、一般会計補正予算案をはじめ、特別会計及び企業

会計４件の補正予算案、専決処分の報告、麻生保育所の改築に伴う財産の取得案件、条例の

一部改正など、各般にわたる施策について、ご提案させていただいております。いずれも、

詳細にご説明申し上げますので、何とぞ慎重審議により、ご議決を賜りますようお願いを申

し上げまして、開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

○議長（中島博志） これから本日の会議を開きます。 

日程に入るに先立ちまして報告をいたします。５番、菊池伸二君から、今期定例会の欠席

届が提出されております。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 1 会議録署名議員の指名 
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○議長（中島博志） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会

議規則第 125条の規定により、４番東勝一君、６番佐々木 雄君を指名します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（中島博志） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、去る８月 30日開催の議会運営委員会において、本日か

ら 13日までの９日間としております。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

よって会期は、本日から 13日までの９日間に決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（中島博志） 日程第３、諸般の報告を行います。まず、地方自治法第 121条第１項

の規定により、町長以下関係者の出席を求めましたのでご報告します。次に監査委員より、

７月末日の例月現金出納検査について、良好であった旨の報告がありました。次に８月 26

日に砥部町議会議場において、砥部中学校の生徒 19名によるこども議会を開催し、９名のこ

ども議員が一般質問を行いました。次に、議員派遣の結果についてご報告します。７月 25

日にメルパルク松山で開催された愛媛県町村議会議長会創立 70 周年記念議員研修大会に欠

席届のあった議員を除く 15名の議員を派遣し、中央大学法科大学院教授、野村修也氏の講演

を聴講しました。以上で諸般の報告を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４ 行政報告 

○議長（中島博志） 日程第４、行政報告を行います。本件について、主要な事項について

報告を求めます。上田副町長。 

○副町長（上田文雄） 令和元年６月議会後からの行政報告を行います。お手元の行政報告

１ページをご覧ください。企画財政課、６月 10日から８月 19日までの落札の状況でござい

ます。入札件数 54件、設計金額の総額 10億 8,122万４千円、落札総額９億 821万７千円、

落札率 84.0％でございます。①建設工事が 28 件、②測量・建設コンサルタント６件、③委

託業務 11件、④物品購入９件でございます。内訳はご覧のとおりでございます。地域振興課、

（１）７月 19日から 21日までの３日間、松山市の城山公園で開催された松山ＢＥＥＲフェ

スタ 2019において、砥部焼のＰＲを行いました。会場では、砥部焼ビアカップの販売や、砥

部焼の器に五色そうめんやアイスクリームをセットにして販売を行うとともに、砥部焼の風

鈴を飾り付け、約 9,000人の来場者に砥部焼の魅力を発信しました。（２）青少年国際交流事

業を８月19日から８月29日までの11日間行いました。小学生７人と町職員１人の計８人が、
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ポーランド共和国で、ホームステイをしながら現地の学校訪問などをはじめ、地域の方々と

交流を深めました。子育て支援課、（１）７月３日に旧麻生児童館解体撤去工事が完了し、お

借りしていた土地を高尾田区へ返還しました。（２）砥部こども園ブロック塀改修工事は、７

月 22 日入札の結果、黒川建設株式会社と契約を締結しました。契約金額は 1,210 万 3,740

円でございます。２ページをご覧ください。履行期間、工事内容につきましては、ご覧のと

おりでございます。建設課、主要工事の進捗率（１）町単独事業、①町道高尾田麻生線道路

改良工事、平成 30年度繰越、８月 28日完成いたしました。②町道千足大南北川毛線道路改

良工事、平成 30年度繰越、７月９日に完成いたしました。③町道仙波線道路改良工事と④町

営住宅西団地外部補修工事につきましては、進捗率 10％でございます。（２）社会資本整備

総合交付金事業防災・安全、①立花橋橋梁修繕工事と②川口橋橋梁修繕工事は、どちらも進

捗率 20％でございます。（３）災害復旧事業、①町道宮内塩ヶ森線の他 19件、道路災害復旧

工事、平成 30年度繰越、進捗率 30％でございます。②総津里地畦畔他 17件、災害復旧工事、

平成 30 年度繰越、進捗率 50％でございます。③林道神の森小猿線他１件、災害復旧工事、

平成 30年度繰越、進捗率 10％でございます。生活環境課、（１）主要工事の進捗率、篠谷簡

易給水施設改良工事３工区でございますが、進捗率 10％でございます。（２）７月 26日、生

活排水対策事業の一環として、水辺教室を実施しました。生活排水対策リーダーなど 31人が

参加し、河川水質などに関する講話や、玉谷川の水質や生き物の調査を行い、環境保全につ

いて学びました。３ページをご覧ください。（３）８月 21日、愛媛県獣医師会と災害時の動

物救護活動に関する連携協定を締結しました。この協定により、災害発生時に負傷したペッ

トの応急処置や保護、情報収集などの協力をいただけることになりました。上下水道課、主

要工事の進捗率、公共下水道事業関係、平成 30年度からの繰越分面整備でございます。①高

尾田区 62工区、７月末完成でございます。③高尾田区 57-２工区、５月末完成でございます。

令和元年度現年分面整備、①から⑤までが高尾田区、⑥が拾町区でございますが、いずれも

進捗率は５％でございます。水道事業関係、平成 30年度からの繰越分、①総津浄水場改修工

事その１でございますが、進捗率 95％でございます。②総津浄水場改修工事その２、８月末

完成でございます。③総津浄水場改修工事その３、８月末完成でございます。４ページをご

覧ください。令和元年度工事、①公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事その 32、高尾田、

配水管布設替工、進捗率 20％でございます。②公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事そ

の 34、高尾田、送水管布設替工でございますが、進捗率 30％でございます。以上で行政報告

を終わります。 

○議長（中島博志） 以上で、行政報告を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 一般質問 

○議長（中島博志） 日程第５、一般質問を行います。質問は一問一答とし、質問時間は 35

分以内に制限しておりますので、要点を簡潔に要領よくまとめて質問されますよう、議員各

位のご協力をお願いします。また、理事者におかれましては、議員の質問に対する確認等が
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ございましたら、先にその旨を告げ、議長の許可を受けてから発言をお願いします。それで

は、質問を許します。４番東勝一君。 

○４番（東勝一） ４番東勝一でございます。私の方からは３点質問をさせていただいたら

と思います。まず初めに、河川の氾濫防止についてということでございます。近年は、地球

温暖化の影響からか、異常気象となっております。特に線状降水帯の発生、突発的に発生す

るゲリラ豪雨など、防災・減災対策として雨水対策も急務といえます。昨年の豪雨の影響に

より、重信川水系の永立寺川において、一部堆積した土砂を除去しましたが、まだまだ、河

川に多くの土砂が堆積しており、大雨となりますと河川が氾濫しかねない状況となっていま

す。近隣には、民家も多数存在することから、早急に河川の改修を含め、土砂堆積を除去し、

近隣の住民の方が安心して暮らせるよう対処が必要と考えますが、町長のお考えをお伺いし

ます。次に、６次産業化についてでございます。６次産業化とはですね、第１次産業が、食

品加工・流通販売にも業務展開する経営形態を表す造語であります。本町におきましては、

平成 28年度より６次産業化支援事業を実施しております。本町の６次産業は、第１次産業で

ある農業経営の安定・地域の活性化を主たる目的とし、支援していると認識しております。

ピクルス・ジェラートなどを加工商品として販売していますが、ニーズ調査を実施し、商品

選定されているのか、また、現状と今後の展望について町長のお考えをお伺いします。３点

目でございます。子育て支援についてでございます。昨年度、子ども・子育て支援に関する

ニーズ調査を実施しておりますが、これは令和２年度から令和６年度までの第２期砥部町子

ども・子育て支援事業計画の資料とするべく調査を行ったと認識をしております。アンケー

ト調査結果を確認しますと、課題・要望が多数見受けられます。子育て世代のモデルタウン

を目指している本町にとりまして、今後、このアンケート結果をどのように活用されるのか

町長のお考えをお伺いします。以上３点、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 東議員のご質問にお答えします。はじめに、河川の氾濫防止について

のご質問ですが、永立寺川の堆積土砂の撤去や護岸の整備につきましては、昨年７月に永立

寺区と山並区の区長からも要望があり、河川の管理者であります、愛媛県中予地方局河川砂

防課に現地を確認をしていただきました。県によりますと、昨年の西日本豪雨により、被害

の大きい箇所を優先して災害復旧工事にあたっており、永立寺川につきましては、被害が比

較的小さいため、整備については予算の確保が出来るまでしばらくお待ちいただきたいとの

回答でございました。１日も早く、地元住民の皆様が安心して暮らせるよう、これからも引

き続き県へ強く要望してまいりますのでご理解をいただければと思います。次に、６次産業

化についてのご質問ですが、本町では広田地域の名産品となる６次産品の開発を行うことに

より、農家の所得向上と雇用の場の創出を目的として、この６次産業化を進めております。

商品開発につきましては、広田地域づくり協議会と専門的知見を有する委託業者との連携に

より行っております。商品の選定にあたり、消費者のニーズ調査等は行っておりませんが、

おかげさまでピクルス・ジェラートにつきましては、峡の館での販売も好調で、生産分はい

つも完売をしております。今後の展望でございますが、１次産業の農産物の生産と３次産業
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の販売は、地元で完結しておりますが、２次産業部分の加工につきましては、設備的問題と

人材不足により、専門業者に依頼しておりますので、今後はすべての産業部門が町内で完結

できるように取り組むとともに、広田地域の名産品を創り出すことで、更なる農家所得の向

上と、雇用の場の創出を目指したいと考えております。最後に子育て支援についてのご質問

ですが、東議員のご承知のとおり、昨年度実施したアンケート調査とヒアリング調査は第２

期砥部町子ども・子育て支援事業計画策定の基礎資料とするためのものでございます。アン

ケート調査は、町内在住の小学生までの児童を持つ保護者を対象に実施し、回収率は 78.4％

でした。また、子育て支援に関わる６つのグループに対してヒアリング調査を実施しました

が、これらの調査において、多くの意見や要望が寄せられました。ヒアリング等でいただい

た貴重なご意見は、これからの子育て支援サービスの充実を図れるよう、必要性や緊急性な

どを十分に精査し、第２期砥部町子ども・子育て支援事業計画の策定に活用したいと考えて

おります。また上位計画である、砥部町総合計画や健康づくり計画などの関連する計画との

整合と連携を図り、基本理念である子どもたちの笑顔をみんなが支える砥部町へを念頭に家

庭・地域・学校・行政が協働して子育てに努め、子どもたちが健やかに成長できるまちを目

指すべく、子育て支援施策を推進してまいりたいと考えております。以上で、東議員の質問

に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（中島博志） 東勝一君。 

○４番（東勝一） はい、ありがとうございます。防災・減災といいますと、南海トラフ巨

大地震を即座に連想します。南海トラフ巨大地震といいますと、浅い海溝でおきます、マグ

ニチュード 7.8以上の地震をいいます。マグニチュード８クラスが来ると想定されておりま

すけれども、マグニチュード６のですね、約８につきましては、1000倍のエネルギーがある

ということです。非常に恐怖を感じるところでございます。町長、先ほどご挨拶の中で冒頭

ございましたように、九州北部の皆様方、大変な大きい被害がございました。大変痛ましい

ことでもございます。これは、佐賀県を中心にですね、梅雨前線の停滞と。線状降水帯の停

滞が長期に亘ったということで、大きな被害が出ております。中でも、油の流出等でですね、

農産物もかなり被害を受けておる現状でもございます。そういった中で、雨水といいますの

は非常に怖いものだというふうに思います。今現在、全国各地でですね、三重県でもレベル

５の警戒情報が入っておりましたですけれども、至る所でゲリラ雷雨・豪雨等が発生してお

ります。非常に怖いというふうに私は認識しております。永立寺川につきましては、大友山

麓それから砂防ダムのとこからですね、河川が合流いたしまして、永立寺池を通りまして、

そこから落ちていっておるということで、永立寺地区、それから宮内地区、それと山並地区

を通って砥部川に流れておるという川でございますけれども、一級河川でもございます。そ

ういった中でですね、昨年か、先ほど言われましたように、県の方が南予の方に被害が甚大

であるということで、順番にやっていくんだという話は聞いたんですけれども、先ほど言い

ましたように、一部堆積した土砂につきましては、撤去といいますか除去していただきまし

た。ですけれども、今現在ですね、ディックの裏辺りまで見て頂いたら分かるんですけれど

も、草がですね国道を越えた段階で、国道がよく見えよります。非常に景観も悪いながら、
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非常に危険だというふうに私自身は認識をしております。そういった中で、順番ということ

は非常にわかるんですけれども、早急な対応をお願いしたいと思っております。また、岩石

等もですね、やはりかなりありますので、そのあたり早急な対応をですね、お願いしたいと

思います。このあたりについて、ちょっとご意見をいただきたいと思いますがよろしいでし

ょうか。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 東議員のご質問にお答えいたします。東議員ご指摘のように、今自然

災害につきましては、自然災害が地球温暖化の影響か強暴化しておるというふうに感じてお

るもんでございまして、今までの災害よりも本当に想像のつかないような災害が起こってお

るというふうなところでございます。それに加えまして、ハード面につきましては、かなり

以前から政権の交代等もありまして、かなり予算が落ち込んだというふうなことで、ここに

きて以前の予算に国の予算もだいぶ返りつつあるというふうに考えておりまして、自然災害

が強暴化しておるのに伴います、ハード面の整備が遅れておるというふうなことは、日本全

国そうではないかというふうに認識をしておるところでございます。永立寺区から宮内を通

りまして、山並、砥部川に抜ける永立寺川につきましては、私も十分承知をしておりまして、

先ほども述べましたように、そういったところ、まあ、比較的河川が狭い上に人家が密集し

ておるというふうなことで、十分危険性を認識しておりますので、これからも県の方へ十分

要望してまいりたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（中島博志） 東勝一君。 

○４番（東勝一） はい。河川の中でですね、やっぱり聞いておりますとやはり河川の中で

穴が開いておるとこは、いろいろあるようです。そういったことも踏まえてですね、ぜひと

もですね、安心して暮らせるようにしてあげていただければと思っておりますので、どうか

よろしくお願いを申し上げます。それでは、２点目の質問に移らさせていただきます。６次

産業化でございます。６次産業化といいますのは、先ほど言いましたように、１次産業、２

次産業、それと３次産業、１掛ける２掛ける３ということで、６といった数字が出ておりま

す。造語であるということを認識しております。１次産業の方が加工・販売まで全部やって

の６次産業化ということでございまして、大変難しいかなという部分もあると思うんですけ

ども、本町にとりましてもですね、やはり１千万から上のやっぱり費用を投じてですね、こ

の産業化の推進をしておるということでもございますので、そのあたりでちょっとお聞きし

たいというところがございます。ピクルスとジェラートというのがメインで、商品化されて

おりますけれども、現在ですね、ちょっとお聞きしたいのが加工商品に伴います、農産物の

原料、原材料ですね、これは安定的に確保されているのか、ちょっとお伺いをいたします。 

○議長（中島博志） 大内農林課長。 

○農林課長（大内均） ただいまの東議員さんのご質問にお答えします。農産物の商品の十

分に賄えてるかということでございますけれども、現在の生産量に対しましては、農産物は

十分確保できております。以上でございます。 

○議長（中島博志） 東勝一君。 
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○４番（東勝一） はい、ありがとうございます。まあ、加工の原料が確保されておるとい

うことでありますと、いわゆるまあ、それから加工は他業者にお任せされとるということを

お聞きしとんですけれども、販売がですね、やはり１番のメインになってくるんじゃないか

と思います。ピクルスとジェラートにつきましてはですね、どうもピクルスは令和元年の５

月までの製造ということですけれども、ジェラートにつきましても、30年８月から令和元年

の５月までの製造ということです。ですから全部売れておるということですけれども、峡の

館以外にですね、どこに販売されておるのかちょっとお聞きしたいんですがよろしいでしょ

うか。 

○議長（中島博志） 大内農林課長。 

○農林課長（大内均） ただいまの東議員さんのご質問にお答えします。ピクルスにつきま

しては、大まかにやっぱりあの、峡の館の販売、ジェラートについても峡の館の販売、ピク

ルスにつきましては、広田産の作っておりますピクルスにつきましては峡の館の販売と、松

山市のあるスーパーでも販売をいたしました。そちらの方はもう、全部完売ということなの

で現在はもうありませんけども、松山市のスーパーでの販売も行いました。あとはですね、

ピクルスの生産につきましては、内子の方にありますグッドモーニングファームという会社

で行っておりますので、そちらの方で販売をしてもらっております。こちらのピクルスにつ

きましては、広田産の野菜を使ったピクルスを生産してもらって販売をしとるというのが現

状でございます。以上でございます。 

○議長（中島博志） 東勝一君。 

○４番（東勝一） ちょっとお聞きしたいんですけれども、これ東京のアンテナショップで

すね、それであの、トライアル販売等はされておるのか、ちょっとその点もちょっとお聞き

したいんですけれどもよろしいですか。 

○議長（中島博志） 大内農林課長。 

○農林課長（大内均） ただいまの東議員さんのご質問にお答えします。ゆくゆくはですね、

東京での販売も考えておりますけども、先ほども町長が申しましたとおり、２次の部分の加

工がまだ整っておりませんので、そこまで販売する数量が出来てないというのが現状でござ

います。今後はですね、２次、加工の方がですね、生産が整いまして、そこまで販売できる

ように持っていければ非常にいいかなと私の方では考えております。以上でございます。 

○議長（中島博志） 東勝一君。 

○４番（東勝一） 冒頭あの、加工原料は十分に確保されておるということですから、あと

は加工してですね、やはり数量を確保しながら、今の売上等ではですね、やはり６次産業化

で農業所得の向上までは至ってないと私は認識しておりますので、町長言われましたように、

生産・加工・販売ですね、その加工の部分について、本町の中でまたやっていきたいという

ご意見をいただきましたので、ぜひともですね、安定的な、農家の方が安定収入取れますよ

うに、今後ともよろしくお願いいたします。それでは３点目に移らさせていただきます。子

育て支援についてでございます。令和２年から令和６年度までの第２期の砥部町子ども・子

育て支援事業計画を、今現在作成中だということだと思うんですけれども、これはですね、
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中期ビジョンになると思うんですけれども、令和６年度にですね、どのような姿になってい

るのか、ちょっとわかりにくいんですけれども、そのビジョンの中でですね、先ほど町長言

われましたように、優先順位をつけてこれから緊急性の要するものについては、やっていく

ということでごさいます。これあの、５年間の中期ビジョンでですね、単年度計画、単年度

計画で今後これ、計画を立てられた時にですね、履行していかれるのかちょっとお聞きした

いんですがよろしいですか。 

○議長（中島博志） 田邊子育て支援課長。 

○子育て支援課長（田邊敏之） 東議員さんのご質問にお答えをいたします。ただいま、策

定しております、第２期砥部町子ども・子育て支援事業計画につきましては、今後５年間、

来年度から５年間の見込みでございまして、第１期につきましてはすでに 27年度から策定を

いたしておりまして、ちょうど今年が５年目を迎えるところでございます。今回この２期目

を迎えるにあたりまして、アンケート調査、また、ニーズ調査を行いました。この中でまず

何をするかということでございますが、その、需要の見込み調査をまず実施をこちらの方で

策定をいたします。その後、その見込みに対するどういうふうにして、その需要に対する回

答が出来るかということで、確保の方策を見つけ出すというようにしております。これにつ

きましては引き続き今後５年間立てますが、引き続き５年単位で、５年スパンでですね、策

定をしていくべきものだというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（中島博志） 東勝一君。 

○４番（東勝一） まあこれは事業計画でございますので、やはり単年度計画で本来ならば

やっていくと。それを見据えてですね、中期のビジョンを６年後、令和６年にはこういう姿

になっているということをやはり見せるのが、事業計画だと思っておりますので、その他よ

ろしくお願いしとったらと思います。あと 10月の１日からですね、土曜日の午後保育を実施

する予定というふうにされております。これは、幼児教育・保育の無償化に関わってくるん

だろうと思いますけれども、保護者の方のですね、勤務実態等、調査確認されておるのかち

ょっとお聞きしたいんですがよろしいですか。 

○議長（中島博志） 田邊子育て支援課長。 

○子育て支援課長（田邊敏之） ただいまの東議員さんのご質問にお答えをいたします。こ

の、土曜日午後保育の実施につきましては、８月の中旬にですね、各保護者宛に通知をさせ

ていただきました。当然、土曜日午後保育と申しますと、保護者の方がその土曜日、勤務実

態が必要でございますので、それについては、事前にですね、登録というか申請をしていた

だいて、確認をした上で、その土曜日の午後保育の実施者にふさわしいかどうかを確認させ

ていただいた上でですね、取り組ませていただきたいというふうに考えております。以上で

ございます。 

○議長（中島博志） 東勝一君。 

○４番（東勝一） はい、ありがとうございます。それとですね、要望の中で、課題要望と

いうことでありましたですけれども、中で病児病後児の保育事業のことについてちょっとお

聞きしたいんですけれども、昨年６月に一般質問の中でさせていただいたという記憶をして
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おりますけれども、費用対効果の関係でなかなか難しいというご意見をいただいております。

ですけれども、これだけの要望があったということにつきましては、やはり松山市、松前以

外、本町にあっても非常にいいという方がおられると思うんですけれども、再度その中でで

すね、今後また中味の調査をされるのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですがよろしいで

すか。 

○議長（中島博志） 田邊子育て支援課長。 

子育て支援課長（田邊敏之） 東議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。ご質問

にありました、病児病後児保育につきましては、今現在松前町の向田小児科さん、あと松山

市の４つの病院と広域利用をさせていただいておる状況でございます。ここ過去３年間の砥

部町内の利用実績で申しますと 100名ぐらい、昨年度は 150名おったわけなんですが、今現

在 150名という数字でもですね、年間を通しますと１日当たり 0.4人弱でございます。その

あたりで申しますと、今必要量はですね、十分この砥部町にはないんですが、近隣市町で賄

えておるという状況でございます。あと今後につきましては、砥部町内に病児病後児保育の

施設を造るということにつきましては、今後議員さん方とも十分協議させていただきながら

ですね、検討していきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（中島博志） 東勝一君。 

○４番（東勝一） 先般のこども議会の中でも、こどもさん、まあ中学生の方が遊ぶところ

もあまり無いよとかいった、いろいろなご意見があったと思うんですけれども、特に宮内地

区校区のですね、児童館の関係でですね、設置されることを検討することがされるかどうか、

ちょっとそのあたりちょっとお聞きしたいんですがよろしいですか。 

○議長（中島博志） 田邊子育て支援課長。 

○子育て支援課長（田邊敏之） ただいまの東議員さんのご質問にお答えをさせていただき

ます。今、児童館につきましては今年度から麻生児童館新規開設をいたしまして、麻生地区、

砥部児童館、２地区に一つずつの施設がございます。確かに今、宮内地区には児童館はござ

いませんが、宮内地区にあってよその地区に無いという施設も、文化会館とかですね、図書

館とかいうところもございます。今現在、中央公民館を改修しておるわけなんですが、中央

公民館の改修後にですね、何か子どもたちに開放できる場所をですね、していただけるよう

な依頼を教育委員会の方にはさせていただきたいというふうには考えております。以上でご

ざいます。 

○議長（中島博志） 東勝一君。 

○４番（東勝一） ありがとうございます。子どもたちはですね、やはり町長もいつも言わ

れておりますように、本町にとっても宝でございますので、何卒この事業計画をですね、実

行性のある事業計画にしていただいて、保護者の皆様方の生の声を反映していただけますよ

うに切にお願いを申し上げまして質問を終わらさせていただきます。 

○議長（中島博志） 東勝一君の質問を終わります。次に、６番佐々木 雄君。 

○６番（佐々木 雄） ６番、佐々木 雄でございます。今回は２点質問をいたします。ま

ず第１点目は、補聴器購入に対する補助の拡大を、ということでございます。聴覚障がい者
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への補聴器購入や修理に対する補助制度はありますが、具体的内容がどのようなものなんで

しょうか。担当課のところでもらったパンフレットには、あまり詳しくは触れられておらず、

問い合わせてくださいというふうなことだったんですけども、一度確認をしていただきたい

ということで質問いたします。それからまた、高齢化が進む中、難聴者は推定で 1,400万人、

これは 2015年の日本補聴器工業会というところが調べたという数字だそうなんですけども、

1,400万人。補聴器が必要とみられる対象人口は 820万人。これは 41デシベル以上の難聴者

で、2018年度世界保健機構が算定した 6.5％相当の人口にあたるというものらしいんですが、

820 万人にも上るとのことです。いまや、加齢性の難聴が隠れた社会問題となっており、補

聴器購入に対する支援制度を導入する自治体が徐々に増えてきております。このような背景

からですね、砥部町でも検討してはいかがでしょうか。町長の考えをお尋ねいたします。２

点目は、総合福祉センターはらまちのオープン後の利用状況についてお尋ねをいたします。

本年４月に、総合福祉センターはらまちがオープンしましたが、合わせて麻生児童館や老人

憩いの家なども含めた利用状況、そしてまた、利用者や地域住民の声など、これらについて

の集約をされているんでしょうか。それからまた、この集約の中で出てきたことを含めてで

すね、今後更に利用しやすいような施設を目指して、検討すべき事項はないんだろうかとい

うふうなことをお尋ねしております。以上、町長よろしくお願いいたします。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 佐々木 雄議員のご質問にお答えします。初めに補聴器購入に対する

補助拡大についてのご質問ですが、聴覚障がい者への補聴器購入や、修理に対する補助制度

につきましては、愛媛県から身体障害者手帳の交付を受けております、身体障害者や身体障

害児、そして難病患者を対象としております。給付の内容につきましては、費用の９割を公

費で負担しており、残り１割を利用者に負担いただいております。なお、生活保護世帯や非

課税世帯の方のご負担はございません。補助制度につきましても、他にも身体者障害者手帳

の交付を受けていない両耳の聴力レベルが 30デシベル以上の児童を対象に、愛媛県が軽度、

中等度の難聴児補聴器購入助成制度を設けております。給付の内容は、補助対象経費の３分

の２となっております。なお、この補助制度につきましては、これまでに利用実績はござい

ません。加齢性難聴による支援につきましては、今後町民の皆様からご相談や要望が寄せら

れるようになりましたら、国・県の動向や他市町の取り組み状況を見ながら適切な時期に検

討してまいりたいと考えております。次に総合福祉センターはらまちのオープン後の利用状

況についてのご質問ですが、オープンから５ヶ月あまりが経過いたしましたが、地域の皆様

のご協力によりまして、概ね順調に運営ができております。施設の利用状況につきましては、

４月から８月までの５ヶ月間で、老人憩いの家で延べ 4,964人と昨年度の 2.4倍の増加とな

っております。麻生児童館につきましても、12,074人と１日平均約 100人と、連日来館者で

賑わっております。また、７月７日には麻生地区老人クラブの協力のもと、七夕まつりが開

催され、世代を超えた望ましい交流も図られています。さらに、老人憩いの家においては、

移転前にはなかった仲良しクラブや、カラオケクラブが生まれるなど、新しい施設ならでは

の交流の輪が広がっております。また、麻生地区の交流の場として整備しました、２階のコ
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ミュニティホールにつきましても、健康表現体操やフォークダンス、各種団体役員会、映画

イベントなど多種多様に活用をしていただいております。８月末までに、延べ 2,400人あま

りが利用をしております。利用者からは、こんな設備が整った良い施設を造ってもらい、感

謝しているなどの声をいただいております。今後も運営する中で、広くご意見をいただきな

がら、改善すべきところは改善し、より皆様に愛される施設となりますよう努めてまいりた

いと考えております。以上で佐々木 雄議員の質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（中島博志） 佐々木 雄君。 

○６番（佐々木 雄） はい、まずあの、２点目の福祉センターはらまちの状況について、

今町長の方から数字も含めて報告があり、また、多くの人から歓迎されたというふうなこと

を聞いて私も近所に住む者として非常に喜んでおります。一つあの、例えば自動販売機が少

ないというようなことでですね、少しそんな声を聞いたんですが、それについては何かこう

お考えなんでしょうか。それからあと、パンフレットを事前に作成したと思うんですけども、

パンフレットはどれぐらい作成されて、今活用がどれぐらいされておるのか、もしわかりま

したらお願いできませんか。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 先ほども申し上げましたように、はらまちの福祉センターにつきまし

ては、まだオープンして半年も経っていないというふうなことで、十分そういった施設につ

いては１年ぐらいじっくりこう、利用した中でですね、いろんな改善点については検討した

いというふうなことで、この９月に一般質問が出るとは思いもしてなかったわけでございま

して、そういった自動販売機でありますとか、運営方法でありますか、十分検証してやって

いくということで、まだまだ、まだそのもっともっと問題も出るやらわからないし、いいこ

とも悪いことも出ようと思いますので、そのあたりじっくり１年ぐらい見て、いろんな意味

での検討をしたいというふうに思っています。 

○議長（中島博志） 松下介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松下寛志） 佐々木議員さんからご質問のありました、パンフレットの作

成枚数とか、周知の状況でございますが、枚数の詳しいデータは持っておりませんが、今後

またそのパンフレット等、また広報紙、いろんなものを活用しまして、施設のＰＲには努め

てまいりたいと考えております。 

○議長（中島博志） 佐々木 雄君。 

○６番（佐々木 雄） あと１点だけすみません。オープンしてちょうど一週間ぐらい経っ

た時に、私も児童館の方ちょっと見に行ったんですけども、たくさん来てたんですけども、

ずっとこう受付名簿みたいなんがありまして、町外の中学生ぐらいの方も来られてたんです

けども、特に町外利用についての規定とかいうのはありませんね。 

○議長（中島博志） 松下介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松下寛志） はらまちの施設のですね、規則の中で、砥部町に住所を有す

る者と規定をしております。町外の方の利用について、それ以上の記載はしておりません。 

○議長（中島博志） 田邊子育て支援課長。 
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○子育て支援課長（田邊敏之） 佐々木議員さんのご質問にお答えいたします。児童館につ

きましても、特にそういう規定はございませんので、自由に使っていただいておる状況でご

ざいます。以上です。 

○議長（中島博志） 佐々木 雄君。 

○６番（佐々木 雄） 図書館なんかもですね、それぞれ地域を越えて利用が出来るような

ことになっておりますし、今の課長の答弁にもありましたように、特にないということです

から、幅広い人に利用もしていただいて、町長も今言われましたが、まだそんなに時間が経

ってないんで、これからのいろんな利用状況の中で、また検討すべきことがあろうかと思い

ますので、いろいろまた声を集約をしていただきたいというふうに思います。じゃああの、

１点目の方の補聴器の関係で少しお尋ねをしたいと思いますが、確かにあの、生徒・児童の

場合には県の方の制度もあって、難聴であれば受けれる補助があるというふうなお話だった

んですけども、今あの、決算の時期にきておりますが、28 年、29 年、30 年度のそれぞれの

決算の概要報告の中から、過去３年間のこの補聴器の購入や修理の実績も調べてみましたが、

例えば 30年度が購入が５件、修理が１件、29年度が購入が４件、修理２件、28年度が購入

６件、修理１件というふうなことでございます。これはすべて、障害者手帳を持ってる方と

いうふうなことでの数字であります。さて、難聴の原因だとかですね、それからそのことに

よる生活上の影響について、町長はどのようにご認識をされてますでしょうか。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） まあ、あの、加齢になりますと私らもそうですけれども、皆さん耳が

遠くなるというふうなことで、これはまあ、共通した加齢に伴う人間としての一つの生理の

現象であるというふうに思っております。先ほども述べさせていただきましたように、この

難聴者についての制度につきましては、十分できておるというふうに思っておりますけれど

も、加齢による難聴ということに関しましては、私も含めてですけれども、いろんな意味で

感じておることはありますけれども、担当のところに聞いてみますと、まだ住民の皆様方か

らそういったことの制度ないんかという問い合わせは無かったと。まあ無かったというのは、

おそらく無いだろうということを認識しておるから、問い合わせが無いというふうに思って

おりまして、このことにつきましては、砥部町に限らず、いろんなところで我々これからそ

ういったところには遭遇していくというふうに思っておりますので、どういった形でどうい

うふうに制度を作るのがいいか悪いか、また十分議論をして、そういった時代にも対応して

いかなければならない時代がくるんではないかというふうには認識をしております。 

○議長（中島博志） 佐々木 雄君。 

○６番（佐々木 雄君） 町長あの、今度その難聴によって生活上のね、こう、なんという

んですかね、影響とかいうふうなのはどんなものが考えられるか。町長のあの、お考えでい

いんですけども、難聴でこう、いろんな生活上のね。そうですか。はい、わかりました。じ

ゃあ少しあの、神崎仁、国際医療福祉大学の教授という方が補聴器の必要な人、不要な人と

いうふうなこう、本を出されてるんですが、その中にあの、原因はですね、もちろん加齢も

そうなんですけども、動脈硬化による血液障害が原因とされると。さらにはストレスや睡眠
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不足、騒音、運動不足などがありますよというふうなことがまあ原因だと。で、その、今そ

うなってくるとですね、家族や友人との会話が少なくなる、そして会合の出席や外出の機会

が減ってくる、当然コミュニケーション障害が起こるというふうなことを指摘されておりま

す。で、さらにはまあ、認知機能低下などですね、正常の聴力の人よりは 32から 41パーセ

ント悪化するというふうにみられます。というふうなことをその本では紹介しておりました。

で、この、高齢者の引きこもりの要因に聴力低下があるというふうなことを国の方も言って

いるんですが、これ課長ご存知ですか。厚労省の介護予防マニュアルの改訂版というのが平

成 24年３月に出されておりますが、その中でですね、高齢者の引きこもりの原因の一つに聴

力の低下があると。で、これに対する対策が必要なんだというふうなことを述べております。

あと、価格の問題もあろうかと思うんですけども、非常にまあ、あの、高価なもんでですね、

平均で大体 15 万円ぐらいいるんじゃないかというふうなことも言われてるようなんですけ

ども、まあ国会の方でもですね、だんだんとこの問題について議論が始まってるようでござ

います。私どもの日本共産党の大門実紀史という議員が参議院の財政金融委員会でこの問題

を取り上げて質問致しましたら、麻生大臣もですね、やはりこれはちゃんと取り組まないか

ん問題ですねというふうな回答もいただいてるようでございます。冒頭に言いましたように

ですね、だんだんと自治体が増えつつあるというふうなことで、まあ今すぐということでは

ないと思いますが、遅かれ早かれ直面してくるような問題なのだと思いますので、今から担

当課含めてですね、徐々に研究も含めてしていただいて、やはりあの、引きこもりがないよ

うな砥部町にしていけるようなことになっていければいいというふうに思いますので、そう

いう準備をしといていただけたらということで、今回の質問を終わります。 

○議長（中島博志） 以上で、佐々木 雄君の質問を終わります。 

 ここでしばらく休憩します。再開は午前 10時 45分の予定です。 

 

 

午前 10時 28分 休憩 

午前 10時 45分 再開 

 

 

○議長（中島博志） 再開します。 

一般質問を続けます。３番原田公夫君。 

○３番（原田公夫） ３番原田公夫でございます。今回３点質問をさせていただきます。まず、

第１点目、働き方改革に対する取り組みについてでございます。本年４月に働き方改革関連法

が施行されました。関連法の最大の柱は時間外労働、残業の罰則付き上限規制で、本年４月か

ら大企業は適用されており、来年４月からは中小企業にも適用されます。残業は原則、月４５

時間、年 360時間までで、他にも、同一労働同一賃金、高度プロフェッショナル制度などが盛

り込まれています。財務省は 2018 年まで４年続けて地方自治体の一般職員数が拡大し、１万

人増加している点から、今後の人口減少ベースに合わせると 2025 年には約３万人減らせると
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の試算をしています。人工知能ＡＩの活用などで事務作業を効率化し、人員を絞るよう求めて

います。また、全国知事会の行政改革プロジェクトチームでは、ＡＩなど先進技術を使った行

政のスマート化を推進するための支援を提言したところであります。本町の場合、行政機関の

職員の働き方改革に対して、どのような取り組みをしているのか、町長にお伺いします。また、

平成 29年 12月定例会で中学校教員の働き方改革について質問をしましたが、現状について教

育長にお尋ねします。２点目、保育施設の音響対策は、でございます。先日、保育園児の元気

な声は、施設によっては室内の騒音レベルが高く、子どもの聴覚の発達や働く保育士の健康に

悪影響を与えかねない旨の新聞報道がありました。その中で、日本建築学会は音環境に関する

具体的なルール作りを進めています。基準は来年公表予定ということですが、本町の保育施設

は音環境に対して大丈夫なのか、町長にお伺いします。３点目、スマート農業の導入見通しは、

についてでございます。農家の高齢化や担い手の減少が続く中、作業を効率化して所得向上や

地域活性化を後押しする狙いで、農林水産省はスマート農業の実証実験をスタートしています。

内容は、同省が機材の費用を補助して導入を支援するもので、本県では温州ミカン産地の八幡

浜市などで実証実験を行うこととなっています。本町での自動運転の農機やロボットなど最新

技術を活用したスマート農業の導入見通しについて、町長にお伺いします。以上３点よろしく

お願いいたします。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 原田議員のご質問にお答えします。初めに、働き方改革に対する取り

組みについてのご質問ですが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律に

よる、労働基準法の改正により、本年４月から国家公務員においても超過勤務命令の上限設

定等が定められました。地方公務員においても、同様の措置を講ずるよう求められておりま

すので、本町におきましても国の措置に準拠し、時間外勤務命令を行うことができる上限を

原則月 45時間、年 360時間とする改正を行っております。ただし、大規模な災害への対応等

の公務の運営上、任命権者が必要と認める場合には、この上限を超えることができることと

しております。上限を超えた場合には、時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行う

こととしております。また、全国知事会が提言しております行政のスマート化ですが、本県

では県と市町の連携する新プランにおきまして、ＩＣＴを活用した効率的な行政事務、サー

ビスの実現に向けてオール愛媛で情報の共有、連携を図っているところでございます。急速

に進化しております、ＡＩ等を含めたＩＣＴ技術の効果的な導入、運用に向けてこれからも

県、市町との連携、協働による取り組みを推進してまいりたいと考えております。次に保育

施設の音響対策についてのご質問ですが、町立の保育施設はいずれも建築年度が古く、決し

て気密性が高い建物ではございません。そのため、原田議員がご指摘の室内残響よりも、気

密性が高くないがゆえに、外部への音漏れの方に注意を払っていたというのが現実であり、

保育室内の騒音に対して、特段の整備は行っておりません。なお、各園に確認したところ騒

音による軽微な健康被害などの報告もございませんでした。日頃から音楽をかけたり、保育

士が大きな声を出さないようにするなど、子どもを落ち着かせるための工夫や努力は心がけ

ております。保育室内の音響環境につきましては、日本建築学会の国内基準の公表を受け、
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何らかの措置が必要ということであれば、しかるべき対応をとってまいりたいと考えており

ます。次に、スマート農業の導入見通しについてのご質問ですが、高齢化や担い手不足によ

り、農業従事者が減少している状況下において、ロボットやドローン等の先端技術を活用し

た、スマート農業は大変重要な取り組みであると認識をしております。本町におけるスマー

ト農業の現状につきましては、初期投資や維持管理費の問題など、導入には至っておりませ

ん。国による実証実験の結果や農業機械メーカーと農業者などの連携により、今後ますます

全国的に導入が進むものと考えております。本町といたしましては、スマート農業の導入に

向けて各種団体と連携しながら、農業従事者の支援を行ってまいりたいと考えておりますけ

れども、まだまだ本町におきましては、そういったところまでは至っていないんではないか

というふうに考えております。最後に中学校教員の働き方改革の現状につきましては、教育

長が答弁をさせていただきます。 

○議長（中島博志） 武智教育長。 

○教育長（武智省三） 原田議員のご質問にお答えいたします。中学校教員の働き方改革の

現状についてですが、常態化している長時間勤務を是正するため、前回平成 29年 12月のご

質問以降、様々な取り組みを進めてまいっております。まず、平成 30年４月からタイムカー

ドを導入し、勤務時間を可視化するとともに、定時退勤日の設定などにより、時間外勤務の

抑制を図り、効率的な業務推進への意識改革につなげております。次に、夏季休業期間中の

学校閉庁の実施や、部活動における週２日の休養日を設けたほか、活動時間の制限を定めた

運営方針の策定により、教職員の休暇取得を促進し、ストレスチェックの実施と合わせて心

身の健康増進を図っております。また、今年度からスクール・サポート・スタッフを導入し、

小テストの採点補助や、教材配布物の印刷準備などを支援することで、教職員の公務負担軽

減に努めております。これらの取り組みに加え、学校単位でも行事の精選や各種会議の運営

手法の見直しにも取り組んでおり、効率性に対する教職員の意識向上などに一定の成果が上

がっております。しかしながら長時間勤務など大幅な解消に至っておらず、今後スクール・

サポート・スタッフ、部活動外部指導者の充実などの人的支援とともに、公務支援システム

の導入による業務改善に取り組み、教育の質を落とすことなく、更なる働き方改革を進めて

まいりたいと考えております。以上で原田議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（中島博志） 原田公夫君。 

○３番（原田公夫） まず、１点目の働き方改革について町長の方から規律を厳守して特別

な災害などの場合を除いて順守していくというようなことで、職員にとってはある程度見通

しが明るいのではないかというふうに思っております。そういった中で、担当課の方で予算

的には時間外勤務手当が数字では出てくるんですが、実際の時間外勤務時間の推移はどのよ

うに見られておりますか。 

○議長（中島博志） 相原総務課長。 

○総務課長（相原清志） 原田議員さんのご質問にお答えをします。ちょっと今その、時間

外勤務のその数字についてですね、の資料をちょっと持ち合わせてはいないんですが、前々

年あたりからですね、特定の職員に時間外が多くならないようにするためとか、それ以外の
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目的もありましてですね、タイムカードを見て実際のその時間外勤務のその手当てに関する

だけではなく、タイムカードを見て誰がどのぐらい時間外といいますか、勤務時間を終わっ

てからどのぐらい仕事をしているかというふうなことを調べております。で、あの、それに

つきましては、特に時間外のその手当ての請求はしてこなくても、長くする職員がおるとい

った場合には、個別でまずはその所属の課長さんを通じて指導をしていただき、それでも是

正されない場合は人事係の方から事情を聞いて、場合によっては人事異動とかそういったふ

うなところも考えるというふうな対応をしております。ちょっと個別でちょっと時間外の数

字は持ってはいないんですが、まあそういったこともありまして、年単位の流れでいきます

と、毎年時間外をする時間は減ってきております。以上でございます。 

○議長（中島博志） 原田公夫君。 

○３番（原田公夫） 年々時間外勤務が減ってきておるというようなことで、職員も仕事の

やり方を上手にやっているというようなふうにも聞こえる気がいたします。傾向としては、

仕事を効率化するためにＡＩの導入というようなことで、先ほど町長の方からもありました

が、オール愛媛で対応していくというようなことで、財政支援の充実強化とか、災害情報収

集や児童虐待対応など、全国共通でＡＩ導入が見込まれる分野のプラットフォーム構築とか、

共通する総務系、税財務系事務の基幹システム共同管理に必要な財政負担軽減、近隣市町村

などと協力して維持管理体制を構築する必要があるとか、そういったことが言われておりま

すが、担当課としてその辺の取り組みについては、どの程度話が進んでいるのかお伺いした

いと思います。 

○議長（中島博志） 相原総務課長。 

○総務課長（相原清志） 原田議員さんのご質問にお答えをいたします。先ほど言われてお

りましたのは、県知事さんが国の方に提言されたような内容であろうかと思います。今現在、

このＩＣＴを活用しました効率的な行政事務やサービスの実現につきまして、県の行革分権

課というところが中心になって、各市町から情報を収集とか情報提供して、また研修の開催

とか、最近ではですね、市町と共同でＡＩを活用した実証実験というのを行うこととなって

おります。で、こういったことから去年、前年度ぐらいから、まあこういったことが進めら

れておるわけでございますが、これがどんどんどんどんこれからも加速していくのであろう

と考えております。砥部町におきましては、県内も松山市のような大きい市もあれば、町も

あります。それぞれが抱える問題も異なりまして、例えば住民の方からの質問とか、問い合

わせとかというのが、例えば松山市と砥部では件数も違いますし、そういったＩＣＴを入れ

た場合の効果というのも変わってまいります。そういったこともありまして、それを導入す

る時期につきましてはまだ具体的には砥部町をはじめ、他町でもまだはっきり決まっていな

いような状況ではございますが、まず簡単なところからもし着手するといたしましたら、ま

あ例えば会議録の作成とか、あとパソコン入力とかいった単純な作業、そういったのを自動

処理をするようなそういった仕組み、それとあの、県が実証実験をしております、ＡＩのチ

ャットボットという質疑応答のようなそういった技術、そういったところからの活用につい

て調査や研究を始めていきたいと思っております。いずれにしましても、県の方でいろいろ
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と主導といいますか、取りまとめてやっていただいておりますので、その流れに沿った形で

考えていきたいと考えております。以上です。 

○議長（中島博志） 原田公夫君。 

○３番（原田公夫） 県と県の方向性等を緩和しながら順次進めていくというようなことで、

先ほどチャットボットを使用してというようなことが出ておりましたが、県とこれ、先日ま

た新聞に出ておりましたが、５市町、四国中央市、新居浜市、今治市、西予市、松野町が９

月からということで、今月から人工知能を活用した、総合案内サービスの実証実験を実施す

るということになっております。インターネット上で、会話形式で質問ができるプログラム、

先ほどのチャットボットを使用して、観光や子育てといった住民からの質問に対応していく

と、いうような内容でございます。それ、期間は３ヶ月で成果や課題を考慮して、本格導入

を検討するというようなことでございます。住民からの問い合わせ対応を自動化することに

よる業務の効率化や、24 時間対応できることによる住民満足度の向上が狙いということで、

県では16分野で計700から800問を対応できるような準備を進めているというようなことで

ございました。ぜひ、その効果がみられるようであれば導入を進めて対応していただきたい

と思います。また、県では 2017年からドローンの空撮で道路状況を確認するシステムを整備

しておるというようなことで、最新技術を使って業務が推進できるというようなことでござ

います。そういったことで、働き方改革を前向きに進めていただくことをお願いしておきた

いと思います。その次に、先ほどの教育長の教職員の負担軽減を進めるという現状の中で、

タイムカードの導入とか、夏季休業学校閉庁時の休暇取得とか、ストレスチェックを利用す

るとか、スクール・サポート・スタッフの導入とか、いろいろ取り組みをされておるようで

ございます。そういった中で、日本の先生は忙しすぎるとかいうような調査を経済協力開発

機構、ＯＥＣＤ、48 か国でやっておるようでございますが、週 56 時間労働ということで、

日本については前回よりも若干長くなっているんではないかというような懸念もされている

ところでございます。教員の働き方改革を促進するため、文部科学省が全国の公立中学校の

部活動指導員を本年度より３千人増やし、計１万２千人とする方針を固めたというような報

道がございました。その中で文部省は、教育委員会が外部の部活動指導員を確保する際、人

件費の３分の１を補助するというような内容のようでございます。そういったことで、本町

においてもそういった働き方改革を促進するため、外部の部活動指導員の導入についてどの

ような考えをお持ちでしょうか。 

○議長（中島博志） 武智教育長。 

○教育長（武智省三） 原田議員さんのご質問にお答えいたします。教職員の働き方改革に

ついては、意識改革というところが、まあやはり１番重要なポイントじゃないかと思います

が、そういった中で大きな超過勤務の中に部活動指導があります。部活指導につきましても

外部からの指導者を招いて軽減する形は考えられておるわけですけども、なかなかあの、実

際問題として、部活動顧問と外部指導者あるいは信頼関係がしっかり結ばれて、そこらあた

りが子どもたちに良い影響、教育環境を与えられるところと、それから至上主義になって、

また、勝てばいいんだとそういったところも懸念されるわけで、なかなかこう、教育問題と
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しては難しいところがあります。国はやはりこう、悪く言えば単純に考えてやっぱり負担が

無ければそれで、という意識が机上の上ではあるような私は感じ、これは私的な考え方でご

ざいますけども、やはり地域地域の一人一人の子どもたちの教育をするためには、やはりこ

う信頼関係、保護者との結びつき、そういったものが小・中学校時代の人間形成に１番大事

なことだと思っております。そこを働き方改革の重要度を過剰に変えて教育との論議は少し

難しい問題があるんじゃないかなと思っております。いずれにしましても、砥部町内にも素

晴らしいこう技術を持っている一般の方、町民の方、保護者がおるわけで、そういう方をで

きるだけこう、発掘して中学校子どもたちの教育のために取り組んでまいりたいという気持

ちでおります。以上で原田議員さんのご質問にお答えしたらと思います。 

○議長（中島博志） 原田公夫君。 

○３番（原田公夫） 学校の先生は忙しいということが定番になってきておると、そういっ

たことで、最近の若い人の就職状況いうか教員採用試験についても民間の景気がいいという

ことで、民間の方に流れて学校の先生を受験するというのが、やはり忙しい、きついとかい

うようなイメージが先行してしまって、なかなか人がいないというようなことが最近言われ

ております。そういったことで、教育にもある程度支障が出てくるんではないかというよう

な心配もされておるようでございますが、そういったことの起こらないように先生の仕事は

いいもんですよというようなことが定着するよう、また学校の方もいろいろ工夫されながら

やっていただければと思います。次に、２点目の保育施設の音響対策についてご質問させて

いただきます。本町の場合は施設が古いということで、外部への音漏れとかいうことが懸念

されると。またあの、健康被害についても報告が無いというようなことでございます。そう

いったことで、室内の音量の平均値いうのは、80 から 90 デシベルとか言われております。

それが地下鉄の車内や騒々しい工場に匹敵するうるささというようなことで、まあ元気な声

ということでいいという考え方もございますが、そういった施設の音量の例えば調査みたい

なことをする予定はございますか。 

○議長（中島博志） 田邊子育て支援課長。 

○子育て支援課長（田邊敏之） ただいまの原田議員さんのご質問にお答えをさせていただ

きます。本町の保育施設につきましては、現在保育所が３園、認定こども園が１園、それと

幼稚園が２園ございまして、それぞれ運用させていただいております。その中の保育所３園

と認定こども園１園につきましては、毎年愛媛県中予地方局の地域福祉課の方からですね、

指導監査が入ってきております。その指導監査の内容につきましては、建物につきましては

建物設備の状況、構造とか設備が基準に達していないかどうかとかいう項目がございますが、

今現在これにどれにも抵触はしておらないという状況でございます。あの、室内の音量測定

でございますが、新しい麻生保育所を建てるときにですね、外部に漏れる音量を測定したこ

とはございますが、内部のことにつきましてはちょっと今のところやっておらない状況でご

ざいます。町長の方からの答弁にございましたとおり、建築学会の指針が出た暁にはですね、

その状況によって対応策を考えていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（中島博志） 原田公夫君。 
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○３番（原田公夫） 都会の方ではその音対策ということで、天井や壁に吸音性の高いガラ

ス繊維グラスウールなどを設置すると効果があるとか、いうようなことは言われております。

まあ古い施設で外部への音漏れの方が、というようなことでございますが、そういった対策

も今後考えていけばよいのではないかというふうに思っております。保育室や遊戯室などに、

必要な音響性能の推奨値について騒音レベルと短い方が言葉が聞き取りやすい残響時間で示

すようなことが言われておりますが、外国の方では乳幼児の聴覚発達などの適した保育空間

づくりが重要視されており、施設の音環境に関する企画や基準があるということでございま

すので、本町もそういった方向に対応していただきたいというふうに思います。先ほど課長

の方から現在建設中の麻生保育所は外部に漏れる音量調査をしているというようなことでご

ざいますので、今後それを生かして施設の建設の推進にあたっていただければと思います。

２点目は以上で終わらせていただきます。３点目のスマート農業の導入見通しということで、

町長の方からは各種団体と連携してやっていくというような問題として捉えておるが、現在

のところはやっていないというような答弁でございました。スマート農業というのは、ロボ

ット技術やＩＣＴ、また人工知能等の先端技術を活用して省力や生産性の品質向上を可能に

する新しい農業というようなことで、高齢化していく農家にとっては、それをいかに使いこ

なせるかが問題ではございますが、今後の重要な課題になってくるんではないかと思ってお

ります。そういったことで、担い手の減少や高齢化の進行で、労働力不足が深刻な問題・課

題であるということで、現在農業就業人口が元は 210万人、平成 27年のときですが、平均年

齢が 66.4歳、それで 65歳以上が６割を占めておったと。現在はこの担い手が 10年で 65万

人減って今年２月時点で 140万人、このうち４割が 70歳以上というような状況のようでござ

います。こういったことで、今後農業の組織、経営の組織別の機関別の従事者の年齢が全体

で 65歳以上が増えてくるというようなことでございますので、なるべく早く国が推奨してお

る、こういった農業が上手く機能して導入できるように前向きに取り組んでいただければと

思います。30年度の調査の事例がございますが、農業そのものではなく、その他の部門で愛

媛県の実績は鳥獣害対策ということで、ＩＣＴを使った大型捕獲檻によるイノシシ捕獲の実

証活動が西予市の方で行われております。つい最近の新聞では、今治の方でもそういったこ

とが導入されてきておるというようなことでございましたが、そういったことも含めて農家

の負担が軽減できるよう取り組んでいただきたいと思います。このスマート農業につきまし

ては、やはりあの、導入コストがかかるというようなことがございます。そういったことで

国の補助等ございますが、やり方によったら機械を買うのではなくリースをするとか、そう

いった方法でも経費が軽減できるというようなことも言われておりますので、またそういっ

た導入費用の一部が補助される制度があるということなんで、そういったことにも自治体自

体も前向きに検討していただきたいというふうに思います。やはり先ほどもちょっと言いま

したが、どんなに優れた農業用ロボットを導入しても、それを作業者が操作できなければ活

用できません。機器やサービスを活用することがハードルとなるように思いますが、そうい

った人材の育成についても取り組みを進めていただきたいと。また、農業に、都会の方です

が、銀行が農業への関心を強めて取引先のネットワークや資金力といった強みを生かせば儲
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かる仕組みは、確率は十分に可能と判断して農業に参入しておるような時代もございます。

そういったことで、今後いい方向になるように前向きな検討をお願いいたしまして、質問を

終わらせていただきます。 

○議長（中島博志） 原田公夫君の質問を終わります。次に 16番三谷喜好君。 

○16 番（三谷喜好） 16 番三谷喜好でございます。いつもこの質問に立つときに、これが

最後になるんじゃないかといつも思いながら一般質問をさせていただいております。ご案内

のように大変濃度の濃い質問をした後に、私のような質問をいたしますと、若干皆さんの耳

を汚すことになりますので、簡潔に申し上げますが、今我が国を取り巻く状況の中でちょっ

とだけ気になったことを申し上げたいと思います。特にロシアにおいては、プーチン首相は

日本との領土問題は存在しないといいました。ほんでその次に私たちは日本の総理大臣を泥

棒と言うた国があります。しかも韓国です。韓国には５億ドルから援助しましたけれどが、

そういうことは一切関係ないのでございます。そして今、１番アメリカとの関係でございま

すが、大統領選挙済んだ後におそらく日米協定の見直しを要求されるのでしょう。そういう

非常に困難な中にありまして、一般質問をさせていただきますが、皆さんが聞き上手でござ

いますので、私のいらんことをご理解をいただいたらと思うのでございます。１番に防災対

応につきましてお尋ねをいたします。９月１日は防災の日で、関東大震災を教訓に防災意識

を高めようという日だが、近年温暖化の影響で、ゲリラ豪雨などの集中豪雨が多発しており

ます。台風や秋雨のシーズンに備えて水害等にいかに的確に住民に避難を促すか、防災対応

について、町長にお尋ねをいたしたいと思います。まず、防災マップを各戸に配布していま

すが、防災意識の啓発について、どのようにお考えでしょうか。２点目、町内に居住する外

国人 79人には、どのように避難勧告を的確に伝えることができるのでしょうか。２点目、銚

子ダム、金毘羅山公園の桜についてお尋ねをいたします。銚子ダム公園、金比羅山公園の桜

の木が枯れておりますが、今後どのような対応を考えておるのか、町長にお尋ねをいたした

いと思います。以上２点簡潔に質問をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 三谷議員のご質問にお答えします。初めに防災対応についてのご質問

ですが、まず、防災意識の啓発につきましては、三谷議員のご承知のとおり、昨年３月に防

災マップを更新いたしました。また、防災対策をわかりやすく解説した冊子も作成し、平成

30年５月号の広報紙と合わせて各世帯へ配布を行ったところです。また、昨年７月の西日本

豪雨を機に、平成 30年９月号の広報におきまして、防災に関する特集記事を掲載し、防災マ

ップについて再度周知を行いました。さらに今年の広報７月号では、国が作成した避難勧告

等に関するガイドラインが改定されたことに伴う、警戒レベルを用いた避難情報の運用を周

知する際にも、防災マップを利用した平時からの取り組みについて掲載するなど、機会があ

るごとに啓発を行っておるところでございます。また、その他の取り組みといたしまして、

防災マップを有効に活用しながら、自主防災組織と連携した、防災訓練の実施や防災担当職

員による防災講和を開催するなど、今後もこのような機会を積極的に設けてまいりますとと

もに、定期的に防災マップや防災対策の冊子の更新を行い、実情に即した意識啓発に努めて
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まいりたいと考えております。次に町内に居住する外国人に対する避難情報についてですが、

まず８月末現在で町内に 77名の外国人が居住しており、居住者のうち、技能又は技能実習資

格者が 50名と半数以上を占めております。一定の専門性技能を有する外国人材の受け入れ拡

大を行う、新たな在留資格が創設されたことで、今後も外国人の増加が見込まれることから、

国や外国人に対する様々な支援策の推進を行っております。防災関連に特化しますと、気象

庁のホームページや緊急地震速報などの、緊急情報を発信するプッシュ型アプリにおいて、

多言語化が取り組まれております。さらに県内の取り組みでは、県公式の無料スマートフォ

ンアプリひめシェルターで防災情報や避難ルートを多言語で視覚的に表示するなどの配慮が

なされております。町独自では、外国人向けの災害情報発信サービスは行っておりませんが、

防災行政無線のデジタル化整備の中で、情報伝達手段の多様化を視野に入れた整備を行って

おり、多言語化による情報提供につきましても、検討をしてまいりたいというふうに考えて

おります。次に銚子ダム公園と金毘羅山公園の桜についてのご質問ですが、銚子ダム公園に

45 本、金毘羅山公園に 230 本の桜を登録上で把握をしております。この桜は、昭和 59 年か

ら 60年にかけて、町民記念の森として町民の皆様からの寄付を受けて、植樹をしているもの

でございます。また平成２年には、宝くじ桜寄付事業により、財団法人日本桜の会から町内

全体で１千本の寄付を受けております。植樹から 30年以上が経過し、三谷議員ご指摘のとお

り枯死したものが多数見受けられるようになりました。そのため、昨年２月に 10本の桜の植

え替えを行いました。今後も少しずつではございますが、枯死している桜の植え替えを行っ

てまいりたいというふうに考えております。以上で、三谷議員さんのご質問に対する答弁と

させていただきます。 

○議長（中島博志） 三谷喜好君。 

○16番（三谷喜好） あの、町長私も実はこの一般質問のね、あれを書いてからこれについ

て調べたんです。残念ながら、これだけのお金をかけて全戸に配ったのに持っとる人が少な

いんです。私唖然としてね、この質問やめようかなと思うぐらいびっくりしました。これで

力が抜けた正味のところ。また調査してみてください。かなりのお金かけてこれ、皆さんに

お配りしたと思いますよ。無いんです。それじゃあ困るでしょ、せっかくしたのに。自助・

公助・共助の中で、自助を１番大切にでしょ。自らが守るんだと。これが欠けとんです。こ

れが無いっちゅうことが。唖然としました。それでお尋ねしたいんですが、まあこれ、外国

人の問題とも関係してくるんですがね、防災のいわゆるニュースの中に勧告、避難勧告と避

難指示という言葉が出てまいります。どう違うんですかね。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） まずあの、冒頭の防災マップの関係は、まあ配布をしておりますので、

持ってないというのはどっかに紛失したんだろうというふうに。まあ、あの、全国的には防

災マップに示されとるところの７割～８割で災害が起きておるという状態がございます。こ

のことについては、十分町から配布しておる防災マップを、住民の皆様方は確認をして、こ

れを見ていただきたいというふうに思っております。自助・共助・公助の問題につきまして

は、以前はやはり自助・共助のことが言われなかった、言われなかったといいますか、自治
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体としてはそういうことを言わずに公助の問題を住民の皆様方も思っておった、この最近に

なりまして、やはり自分の命を自分で守るという自助ということが１番大切だということを、

自治体としても声高らかに言うようになりましたし、まあもちろん公的な気象庁辺りもそう

いう話もしておりますし、住民の皆様方もそういうことを認識されたというふうなことで、

この自助・共助ということが、災害に１番大切であるということについては、ご認識のとお

りでございます。避難指示と避難勧告につきましては、今５段階レベルで、若干指示と勧告

という以前の私どもが指示しておった内容と５段階になってから変わっております。それで、

まず最初は高齢者の避難準備情報とか、指示とかいうふうになっておりまして、１につきま

してはもう、見守って下さいというふうなことでございますので、その指示と勧告というこ

とについては、今の５段階の中では私はあまり答えないほうがいいんではないかというふう

に思っておりますので、まあそれもし、総務課長の方から話がありましたら答弁させます。

以上です。 

○議長（中島博志） 相原総務課長。 

○総務課長（相原清志） 三谷議員さんのご質問にお答えをいたします。今、町長が申し上

げましたことの補足になりますが、以前は３段階の避難情報でございまして、その時には、

避難準備、高齢者等避難開始に始まりまして、次が避難勧告、その次が避難指示（緊急）と

いうようなことでございましたが、今はレベルが５段階にわかれております。それで先ほど

申し上げました、避難勧告、避難指示（緊急）というのは、このレベルの中で第４段階で同

一の段階のところに位置づけをされております。若干緊急性が違うということで、今の段階

ではですね、同じところで位置づけをされているということで、市町が避難情報を発令する

時には全員避難といったようなことを呼びかけるようになると考えております。避難情報の

言い方といたしましても、避難勧告、避難指示（緊急）というどちらを使うかは、その時の

判断に任せられるわけでございますが、その時の危険度、災害の発生度合いによって使い分

けをさせていただいたらと思っております。以上でございます。 

○議長（中島博志） 三谷喜好君。 

○16番（三谷喜好） 要するに災害基本法による両方ともですね、対象地域の土地、建物の

被害発生の恐れがある場合は、市町村長、つまりあなたがそれを出すんですね。ただしその

中には、危険を切迫しておる場合でも、一定の拘束力があるけれどが罰則はない。これが今

の２つの言葉の違いでございまして、特に外国人が私が調査した中に、この言葉に１番反応

されましたね。どう違うんかと。私もわからんからわからんといいました。で、今あのこれ

２番目の問題になって外国人でですが、日本に来る前に日本語のある程度勉強して来ておい

でます。ですから日本語はある程度話せるんです。けどやっぱりこういう複雑な文言につい

ては、かなり困惑されとることが事実でございます。で、外国人に対する今後の対応につき

ましてはね、今さっき町長が言われた一つの方法でございますが、やっぱり末端でおる外国

人も 77人の方でも、税金を納めていただいておるんですから、その全部の国の人にいう訳に

はいきませんが、砥部の場合は中米ベトナム、中国人、韓国人、インド人この３か国語がご

ざいますので、どれにも全部やれ言うてもこれはできません。ですからある程度の予備知識
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は持っていらっしゃいますので、言語全部でやるちゅう意味ではないので、そこらあたりも

携帯電話でやる、我々もやってますよね。ああいうのでやるように一つ、今後は新らしいに

デジタル化するんですから、日本に先立って、日本中でね、砥部町はこういう立派なもんを

やってますよと、外国人にはこういうガイダンスしてますと、いうものを作っていただきた

いし、それがまたできると思います。あの、田中君の例の件につきましても、私あるとこで

講習に出ましたがね、砥部町という名前が出て彼の名前も出ましたよ。素晴らしいなと、私

がおるけん言うたんかいうと講師に後で聞いたら、そうでなかったんです。だからその、町

長、皆はね、スタッフはね、頭がいいんですからフルに使てくださいよ、頭は。ほて、これ

をやったらね、日本中が見に来るぐらい、聞きに来るぐらいの効果あると思います。まあそ

こらあたり一つ要望しておきます。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） まあ、あのおっしゃるようなことで皆、優秀な職員おりますけど、そ

れがあの、今言うそれをやったから日本にとってどうこういうようなことは思っておりませ

んけれども、十分検討させていただきたいと思います。 

○議長（中島博志） 三谷喜好君。 

○16番（三谷喜好） ２番目の町内に居住する外国人 77名いますが、愛媛県では１万 1,500

人いますね。で、松山市が 3,800人、これは１万 1,000は愛媛県で言うたら伊方町に匹敵す

るぐらいな人口ですね、外国人が。１番多いのは中国人です。ほれでベトナム人、フィリピ

ン、韓国というようになっとりますが、中国人が４千人からいらっしゃいます。まああの、

我が砥部町においても、これ校区で申し上げますが、10740の校区には 32名、そうして 11510

の校区には７名、11920 の校区には７名となっておりますが、やっぱりあの、ここらあたり

も雇用主とかあるいは、その、あれに、自助の点で検討するように、また機会があったら要

望していただきたいと思います。それで、あの、もう一つ私もこれはお願いしてやりたいと

思いましたけれどが、例のこの防災マップを持っていないという方がいて唖然としましたん

ですがね、実はあの、避難する段階に応じてタイミングを示すフローチャートを付けたマッ

プちゅうのを作ってほしいという要望をしよう思たんです。これ、実はもう 10年前に京都市

でもやってますんで、例えば雨がここで降りました、ここで降りました、統計します。河川

に何分後にはどれぐらいの水が来ますというのが、フローチャートで示されるんです。まあ、

それを要望しました。しようと思ったんですがこれを持っとらん人が多いので、ちょっと私

も力が抜けました。これを作ったのは、群馬県の大学の先生しとる片田先生が、ゲリラ豪雨

のような急展開する状況の中で、行政が個々に応じた十分な情報を提供することは難しいと

指摘されました。そしてすでに浸水が始まっていたとこに、自宅から出ろというた場合には

待機していたほうが安全な場合もある。行政は住民が自分で判断を出来るよう、ツールを提

供するとともに、自助を促す努力をしてほしい、こう訴えています。これはもちろん当然で

ございますので、今後もやはり外国人に対しては、彼らは税金を払っておりますので、わか

りやすい方法で知らせてあげてほしいと思うのでございます。ご案内のように今から 60年前、

私がちょうど 20歳の折でしたが、伊勢湾台風で５千人の方が亡くなりました。そして昨年度
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においては、肱川の氾濫で５人の犠牲者が出ました。ほれで、砥部でも災害によって犠牲者

が出た過去に例があります。どうか犠牲者が出ないことを切に願いながら、この問題につき

ましては、終わりますが、次に第２点、銚子ダムの所の桜でございますが、これは私が旧砥

部町の折に一般質問でいわゆるこの桜を植えたらどうかと提案いたしましたが、賛同してい

ただきまして、理事者の方と議員とが２回にわたってしたんです。３回目になった時に、ち

ょうど企画課長をしておりました、佐川收さんがこれは公職選挙法違反になるんだと、寄附

行為になるからこれはできませんというので中止したんですがね、その時に３万円で永久に

枯れた場合には植替えしますというお約束をしとったんですが、どうぞまあそこらを言った

本人がおります。あと、亡くなった鬼籍に入った方もいらっしゃいますけれど、どうかそこ

らの判断に至りましては、永久にこれが実現されますように申し上げまして、私の質問を終

わります。ありがとうございました。 

○議長（中島博志） 三谷喜好君の質問を終わります。次に 10番 岡利昌君。 

○10 番（ 岡利昌） 10 番 岡でございます。２問質問をいたします。まず１問目、県道

伊予川内線の渋滞解消の取組経過についてお尋ねをいたします。３年前に県道 23号、伊予川

内線、拾町及び高尾田交差点の朝・夕 500メーターから１キロの渋滞解消について、伊予Ｉ

Ｃから、インターチェンジですね、川内のインターまでの高速道路料金を無料にすることは

できないか質問をいたしました。その時に、町長は、無料化は困難であるが、早急に渋滞緩

和対策を実施していくよう、引き続き関係機関へ強く要望していくと答弁されました。対策

としては、バイパスを整備することも１つの方法だろうと思います。しかし、莫大な金額と

長い年月を要します。人口減少も進む中で大変難しいとは思いますが、住民の安全、排気ガ

スによる健康リスクの低減を図るため、渋滞解消は、住民の負託を受けている者の責任と考

えます。３年が経過いたしましたが、これまでの取組の経過、また、何か良い解決策がある

のかどうか、町長のご所見をお伺いいたします。２問目、林業の活性化についてお尋ねをい

たします。森林は、水源の涵養、土砂災害防止、温室ガスなどの吸収など、自然環境の維持

にも大変役に立っておりますが、森林を守るには、木材の安定供給、木材価格が安定し、林

業経営が成り立つことも大切なことだと思います。そこで、株式会社グリーンキーパーに地

方創生推進交付金を活用してペレット工場を新設するなど、林業の活性化を図ることに対し

て、町長のお考えをお聞かせ下さい。以上です。終わります。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 岡議員のご質問にお答えします。まず、県道伊予川内線の渋滞解消

の取組経過についてのご質問ですが、ご承知のとおり、県道伊予川内線は、拾町交差点の立

体化が完了しても、朝夕の渋滞は解消されていないのが現状であり、地元の皆様にはご不便

をおかけをしております。伊予川内線の渋滞の要因は、県道の中でも突出した交通量である

ことに加え、高尾田交差点におきまして、東温市へ向かって麻生小学校方面への右折車線が

ないことが更に渋滞を悪化させており、高尾田交差点の早期改良を実施していただくよう、

絶えず愛媛県へ強く要望を続けてまいりました。現在の状況を県に確認しましたところ、高

尾田交差点改良の調査と設計が完了し、地元関係者との協議が進められておるようでござい
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ます。今後、関係者の了解が得られれば、本格的な事業実施の運びになっていくものと期待

しているところでございます。次に、林業の活性化について、株式会社グリーンキーパーに

ペレット工場を併設してはどうかとのご質問ですが、本町で搬出される木材は、良質なもの

は製材用に搬出し、従来であれば山の中に残されたままとなる未利用材につきましては、資

源の有効活用の観点から、松山市大可賀のバイオマス発電所に燃料として供給しております。

そのため、ペレット工場を建設しましても、工場を稼働させるための木材を確保することが

難しく、また、内子町に木質ペレット工場があることから、近隣の市町から、十分な木材を

調達することも見込むことが出来ませんので、現時点で、本町にペレット工場を建設するこ

とは困難な状況であることをご理解いただけたらと思います。以上で、 岡議員さんのご質

問の答弁とさせていただきます。 

○議長（中島博志） 岡利昌君。 

○10番（ 岡利昌） 今、答弁をいただきました。まず、伊予川内線の渋滞解消でございま

すが、まず右折れの線を作ることを一番重要視をしておるというように考え、あの、お聞き

をいたしましたが、ただ、あそこは非常に大きい大型車、まあ四国で一番多いぐらいな交通

量じゃないかなというふうに思います。そういうものが通りますのでですね、前にも申し上

げましたように、やはり高速道路のそういう会社は無料などはこれはできないということは

わかるんですが、地方公共団体、愛媛県はですね、当然渋滞のための工事をしなくてはいけ

ない。そういうのに費用がいりますから、その費用と地方公共団体が運送業者に対してです

ね、補助金を出す。まあ無料にしてもいいんです。時間を区切って、渋滞、時間があります

ね、２時間ぐらい、朝晩。その時にはもう伊予川内は県が補助金を出しましょう、補助金か

あまりにも負担が大きかったら半額出しましょうとか、いろいろそういうことはやはり県と

して考えてもらわんとですね、そういう工事をしていうようなことは非常に難しいんではな

いかと思いますので、そこらあたり町長どうなんでしょう。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 今の 岡議員さんの質問は、高速道路に通る通行料を、補助金を県が

考えたら、伊予川内線が通行量が少なくなるんじゃないかという質問でございましょうか。

はい、分かりました。そういうふうにご理解をさせていただいたんですが、これ私のとこが

答えられる問題ではございませんけれども、例えば砥部町もそういうふうなこと、おそらく

運送業者の車が、高速道路を通らなくて伊予川内線を下りるというふうなことが渋滞の影響

の一つであろうというふうに 岡議員さんは捉えておるというふうに捉えておりますけれど

も、そういったこと、実際にそういうことが可能かどうかということを含めまして、十分県

あたりとも協議をしながら今後の課題として検討をさせていただきたいというふうに思いま

す。 

○議長（中島博志） 岡利昌君。 

○10番（ 岡利昌） これはですね、どうしてもいってやっていただきたい。かなり長い年

月、これはもう悲願というか相当な時間が経過しておりますから。33号線にバイパスが出来

ました。しかし伊予川内線の通行量はあまり減ってないと。そういう面で付近の人には大変
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朝晩迷惑がかかる、緊急自動車とかいろいろ消防とか救急車ですね、そういうんでも、そう

いう渋滞の時にはなかなか思うように上は飛べませんから、やっぱり同じ渋滞に巻き込まれ

ますから行けない。それと今あの、たばこでも禁止ですよと言われとるように、排気ガスも

前回の議会で質問されたと思うんですが、排気ガスの問題もあろうかと。もう渋滞しても、

伊予鉄バスはエンジン止めるんですけどね、他の車は止めませんから、ずっと出っ放しで。

そこを朝とか夕方の時間帯は、子どもが通ったり小学生も通るだろうし、中学生も自転車で、

高校生もその渋滞のとこをちょっとくぐり抜けて行くということは排気ガスにもありますか

ら良くない。とにかくそういうことも含めてですね、どうしても、それもその高速道路が併

設して通ってないところで言ったって難しいんですが、あるんですから、規則も大事なんで

すが、今は非常に規制緩和、岩盤にでも穴を開けるよというようなことも言われておるよう

な時代ですから、そんなに難しいことではない。本当に決断と、そういう手続きがすればで

きていく。そういうことはやはり、ちょっとこう、もう一押しという感じで町長どうでしょ

う。もう１回。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 今、排気ガスの問題につきましては、前回佐々木議員さんがご質問し

て、それについては、その、汚染についてのあれはないというふうな答弁でございます。旧

の 33号線を今町道になっておりますけれども、麻生小学校から右折がなかったというふうな

ことで、あそこの渋滞がありまして、それを右折レーンを付けて、その解消は少しできてお

るんではないかと。先ほどの言うところで、本線からの右へ行くところの高尾田の交差点を

県の方が設計も完了して、地主と今交渉しておるというふうな段階でございますので、そう

いったところがひとつの進展ではないかというふうに思っておりますし、その交差点改良が

できれば緩和をされるのではないかというふうに思っております。それと、渋滞が発生して

おることはご承知でございますけれども、本当にあそこの伊予川内線が運送会社の人がもう

渋滞してどうもこうもならんというふうな状態であれば、その人たちも商売でございますの

で、通行を避けるのではないかというふうに思っておりますが、あそこをまだ通っておると

いうふうなことは、それなりの時間で通過ができておるんではないかというふうにも認識を

しておりますので、 岡議員さんが３年経って、もうどうもこうもならんというふうなよう

な認識とは若干違う、私どもといたしましても、そういった一つ一つ努力をして、交差点改

良でありますとか、前向いた事業が行われているふうに捉えておりますので、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

○議長（中島博志） 岡利昌君。 

○10番（ 岡利昌） どうもこうもならんというそういう状況ではないんですが、朝夕の時

間帯によって混雑をする、そして排気ガスなど渋滞、いろいろな不便をかけている。こうい

うことをですね、そんなに難しいことはないと思うんですよ。それをあまり検討しますとか

交渉する言うたら、その長い期間放置をしておるということは、住民の皆さんと、その、や

っぱり議員、政治家言うんですかね、そういう人の心が離れている、あまり信用できないな

あ、それでちょっと大げさに言えば投票率の低下にもつながっている。やっぱり言ったこと
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がすぐにこう表れてくるというような努力もやっぱりしていかなくては、その、検討とか前

向きいうのは大変言葉としてはいいんですけれども、実際にどういうことをしたんですかと

いう、そういう経過とか過程も大事じゃないかなとそういうふうに思っております。そうい

うことですので、そういうことは機会があれば、どうしても町長に言っていただくようにお

願いをしていって、１日も早い実現をさすようにお願いをいたします。続きまして、グリー

ンキーパーですね、これはあの、どこも間に合っているんだというようなことでありますが、

やはりあの、何と言いますかね、大事なことなんです、林業経営はね。自然の保護とかその

木材の経済性だけではない。それもやっぱしあの、グリーンキーパーもですね、毎年時々皮

肉られるといわれることもあるんだろうと思うんですが、あの給料もそんなに上げれない、

またボーナスの設けてない会社だからというようなことを言われたりもすると思うんです。

それはねもうある一面正しいと思うんです。普通の企業じゃったら当然ですから。そういう

観点においてもですね、グリーンキーパーもやはり何かそういうことをプッシュしてあげて

ですね、自分が自らその黒字が出る、そういう会社になればですね、働く人にも誇りが持て

るんですよ。誇りが持てて、やる気も出る、それを応援してあげんとその補助金を毎年足し

ただけでその、運営していくということでは、ちょっと物足りないんではないかなと。まあ

いろいろ内子へも一緒に町長も行かれたと思うんですが、もろたんですけど、いろいろプラ

ントにも種類があって、大分作る大きな規模とか小さい規模とかいろいろあると思うんです。

そういうんでその、身の丈に合った、そういうところで出来るような木材の資源もあると思

うんですよ。それとですね、やっぱりああいう外でする仕事は、嵐が来るとか雨が降るとき

は外で仕事、なかなかできないでしょ。そういう時にやっぱりそういうものを取ってきとっ

たものを作って、ペレットはもうちゃんとあるんですよ、10キロ用の袋。これは内子だけじ

ゃない全国的にある程度の市町村でもやっとると思うんです。ガソリンと同じ燃料みたいな

もんですよ。こういうことが段々発展していったらやっぱりしたところは売れますから。そ

れとやっぱり三浦工業とかに行ってですね、農業にもそういうもんが使えるようなボイラー

も考えたり、いろいろして需要が増えれば、地元の燃料というか油に頼らなくてもできるこ

とですから、これは大きな意味で非常にいいことだと思うんですよ。やけん、そこらあたり

も考えていただいて、身の丈に合った、そしてまたそういう補助があるようなことがあれば

前向きに考えていただきたいなと思うんですが、お願いいたします。 

○議長（中島博志） 佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） グリーンキーパーが今赤字で経営しておる。その一助としてそういっ

たものというふうに捉えましたけれども、 岡議員さんがご質問されることもわからんこと

はないんですけど、あそこへ実際にそういったものを作って、これから砥部町が投資をして、

どういうことが結果的に出るかはわかりませんけど、ここでまあ林業の活性化についてはそ

ういったことも含めて、十分議員の皆様方もご検討もいただこうし、我々とも十分議論をさ

せていかなければならないと思っておりますから、ここでこのペレットの工場の問題につい

て云々という問題はあんまり議論、まあ林業の活性化について今後いろんな方面から検討を

させていただきたいというふうに思ってます。 
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○議長（中島博志） 岡利昌君。 

○10番（ 岡利昌） これは、ぜひ力を入れて真剣に捉えていただいてですね、そういうふ

うにあの、グリーンキーパーがそういう余暇というか、余ってできない時間を利用してそう

いう燃料を作っていくと。こういうことは私はいいことだと思います。それとやっぱり、炭

酸ガスの吸収とか化石燃料が放出だけして、その地球環境にもよくないんだよというような

こともありますし、このいろいろな種類があると思うんですよ、これを見たらね。非常に小

さいものをそんなに高い費用はかからないんじゃないかなというふうに自分では思っておる

けど、もっとこのあたりを担当の課などが調べていただいてですね、もし出来るもんなれば

前向きにかなり積極的にやっていただいたらというふうに思います。以上で時間も参りまし

たのでこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（中島博志） 岡利昌君の質問を終わります。以上で、一般質問を終わります。 

 本日の議事日程はすべて終了しました。本日は、これで散会します。 

 

 

午前 11時 58分 散会 
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令和元年第３回砥部町議会定例会議事日程 第２日 
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日程第 01 報告第 08号 専決処分第３号の報告について（公用車の交通事故に係る和解に

ついて） 
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・散  会 
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令和元年第３回砥部町議会定例会 

令和元年９月６日（金） 

午前９時 30分開議 

 

○議長（中島博志） ただいまから本日の会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 報告第８号 専決処分第３号の報告について（公用車の交通事故に係る和解につい

て） 

（報告、質疑） 

○議長（中島博志） 日程第１、報告第８号、専決処分第３号の報告についてを議題としま

す。提出者の報告を求めます。門田建設課長。 

○建設課長（門田作） 報告第８号をご覧ください。報告第８号、専決処分第３号の報告に

ついて説明させていただきます。地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、議会の議決に

より指定された事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報

告する。令和元年９月６日提出、砥部町長佐川秀紀。専決第３号をご覧ください。専決第３

号、専決処分書、地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された

事項について、次のとおり専決処分する。令和元年８月 15日、砥部町長佐川秀紀。公用車の

交通事故に係る和解についてでございます。１、相手方につきましては、表記のとおりでご

ざいます。２、事故の概要でございますが、令和元年６月６日午後２時 20分頃、道路災害復

旧工事の現場に向かうために、公用車で町道中野川高市線を直進していたところ、相手方の

敷地から当該町道に後進してきたフォークリフトと接触し、公用車が破損したものでござい

ます。損害額は、町が 24万円で公用車の修理代でございます。相手方は修理を行わないため、

０円でございます。３、和解の内容についてでございますが、令和元年８月５日、本件にお

ける過失割合を、全国自治協会と相手方で協議した結果、損害額 24万円を町が３割、相手方

７割の割合で負担することで合意したものでございます。なお、公用車及びフォークリフト

の被害状況は専決第３号資料１ページのとおりでございます。事故発生状況及び事故発生箇

所につきましては、それぞれ２ページ、３ページのとおりでございます。日頃から公用車を

運転する際は、安全運転に心がけるよう指導しているところでございますが、今回の事故を

受けて改めてですね、職員に対して安全運転の徹底を指導し、再発防止に努めてまいります

のでご理解いただけますようお願い申し上げます。以上で報告第８号の報告とさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中島博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」］ 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

 以上で報告第８号を終わります。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 報告第９号 専決処分第４号の報告について（麻生小学校校舎空調設備整備工事

（Ⅰ期工事）の変更請負契約の締結） 

日程第３ 報告第 10 号 専決処分第５号の報告について（砥部小学校校舎空調設備整備工事

（Ⅰ期工事）の変更請負契約の締結） 

（報告、質疑） 

○議長（中島博志） 日程第２、報告第９号、専決処分第４号の報告について及び日程第３、

報告第 10号、専決処分第５号の報告についての２件を一括議題とします。提出者の報告を求

めます。門田学校教育課長。 

○学校教育課長（門田敬三） 報告第９号及び報告第 10 号につきまして、一括して説明さ

せていただきます。はじめに報告第９号をお手元にお願いします。専決処分第４号の報告に

ついて。地方自治法第 180条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された事項につ

いて、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。令和元年９月６

日提出、砥部町長佐川秀紀。それでは、別紙の専決第４号、専決処分書をご覧ください。平

成 31年４月 26日の第２回臨時会で議決をいただきました、麻生小学校校舎空調設備整備工

事Ⅰ期工事の請負契約について、令和元年８月 22日付けで変更契約を専決処分しました。受

注者は株式会社戒田商事です。変更事項は、請負代金額の変更で、変更前の請負代金額 5,134

万 1,040 円に 354 万 6,960 円を増額し、5,488 万８千円に変更したものです。なお、裏面に

工事変更請負契約書の写しを添付しております。報告第９号資料をお願いします。下段をご

覧ください。変更の理由のところでございますが、既設エアコンの修繕不能等により、職員

室、音楽室及び通級指導教室へのエアコン整備を追加しました。また、電気料金の著しい増

加を防止するため、最大需要電力を計測するデマンド監視装置を新設いたしました。さらに、

施工段階において、電気埋設管のルート変更やドレン配管の仕様及び数量変更などが必要と

なったため変更したものです。なお、変更内容につきましては、一覧のとおりでございます。

続きまして、報告第 10 号をお願いします。専決処分第５号の報告について。地方自治法第

180 条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定された事項について、別紙のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により報告する。令和元年９月６日提出、砥部町長佐川

秀紀。それでは別紙の専決第５号、専決処分書をご覧ください。令和元年６月 14日の第２回

定例会で議決をいただきました、砥部小学校校舎空調設備整備工事Ⅰ期工事の請負契約につ

いて、令和元年８月 22日付けで変更契約を専決処分しました。受注者は、株式会社冨士原冷

機です。変更事項は、請負代金額の変更で、変更前の請負代金額 4,771 万 6,560 円に、207

万 440 円を増額し、4,978 万７千円に変更したものです。なお、裏面に工事変更請負契約書

の写しを添付しています。報告第 10号資料の下段をご覧ください。変更の理由ですが、既設

エアコンが故障し修繕が出来ないメディアルームへのエアコン整備を追加しました。また、

電気料金の著しい増加を防止するため、最大需要電力を計測するデマンド監視装置を新設し

ました。さらに、施工段階において、ドレン配管の仕様及び数量の変更などが必要となった

ため、変更したものです。なお、変更内容につきましては、一覧のとおりでございます。ま
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た、宮内小学校と広田小学校の空調設備整備工事につきましても、デマンド監視装置の新設

及びドレン配管の仕様や数量変更などに伴い、宮内小学校が 35万 8,920円の増額、広田小学

校が、9,980 円の増額の変更請負契約を行っております。なお、全ての小学校でエアコンの

設置は完了しており、現在は試運転を行っております。以上で報告第９号及び報告第 10号の

説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（中島博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

「質疑なし」 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

以上で、報告第９号及び報告第 10号を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４ 報告第 11号 平成 30年度砥部町の健全化判断比率及び資金不足比率について 

（報告、質疑） 

○議長（中島博志） 日程第４、報告第 11号、平成 30年度砥部町の健全化判断比率及び資

金不足比率についてを議題とします。提出者の報告を求めます。大江企画財政課長。 

○企画財政課長（大江章吾） 平成 30年度砥部町の健全化判断比率及び資金不足比率につき

ましてご報告をさせていただきます。報告第 11号をお手元にお願いをいたします。報告第 11

号、平成 30 年度砥部町の健全化判断比率及び資金不足比率について。地方公共団体の財政の

健全化に関する法律第３条第１項に規定する健全化判断比率及び同法第 22 条第１項に規定

する資金不足比率について、別紙監査委員の意見を付けて報告する。令和元年９月６日提出、

砥部町長佐川秀紀。それでは、まず１、平成 30年度砥部町健全化判断比率でございますが、

実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては赤字はございません。実質公債費比率につ

きましては、昨年度より 0.2ポイント上昇いたしまして、1.7％となりました。将来負担比率

につきましても、4.1 ポイント上昇いたしまして、20.4％となっております。その下２、平

成 30年度砥部町公営企業資金不足比率でございますが、公共下水道事業会計、農業集落排水

特別会計、水道事業会計のいずれの会計も資金不足はございません。別紙といたしまして、

監査委員の審査意見書を添付をしております。８月 28日に審査を受け、健全化判断比率、資

金不足比率とも是正改善を要する事項について、特に指摘すべき事項は無いとの意見をいた

だいております。それでは、資料でご説明をさせていただきたいと思います。報告第 11号の

資料、横の資料でございますが、こちらをお願いをいたします。それの３ページをお願いを

いたします。まず、上の表でございますが、これにつきましては平成 26 年度の決算から 30

年度決算までの５年間の指標の推移でございます。実質赤字比率、連結実質赤字比率につき

ましては、備考に記載しておりますように、いずれも黒字となっておりますので、赤字はご

ざいません。実質公債費比率につきましては、26年度の 3.8％から徐々に下がり、28年度の

1.4％を最低に 29 年度から上昇に転じております。30 年度につきましては、1.7％となって

おります。この 1.7％につきましては、３か年の平均で表しておりますので、単年度で見れ

ば 0.6ポイント減少をしておるというような状況でございます。実質公債費比率につきまし



37 

 

ては、町が持つすべての会計と、関係する一部事務組合等まで含めまして、一般会計を負担

する公債費等が標準財政規模、砥部町の場合は約 52億円程度でございますが、に占める割合

を示すものでございます。警戒ラインとなる 25％よりかなり低い数値となっております。次

に 30 年度の将来負担比率でございますが、ご覧のとおり 20.4％となりまして、昨年度より

4.1 ポイント上昇をいたしました。将来負担比率につきましては、関連する一部事務組合第

三セクターまで含めまして、地方債残高や地方債に充てる公営企業への繰入金、繰入額、一

部事務組合への負担金など、将来負担すべき額が標準財政規模に占める割合を示すものでご

ざいます。将来負担比率が上昇した要因でございますが、地方債残高の増加が主な要因とな

っております。20.4％とはなっておりますけれども、警戒ラインとする 350％よりかなり低

い数値となっております。次に下の表、公営企業会計の資金不足比率でございますが、公共

下水道事業会計は３億 7,016万円の余剰金、農業集落排水特別会計につきましては３万８千

円の余剰金、水道事業会計につきましては３億 8,900万１千円の余剰金がございますので、

資金不足はございません。それでこの資料の１番最後を、13 ページでございますけれども、

こちらの方をちょっとご覧いただきたいと思います。これにつきましては、県下の状況を砥

部町の位置をどのあたりなのかというものを示したクロス表でございますが、30年度の数値

につきましては、まだ、公表されておりませんので、29年度の状況に砥部町がどのような位

置にいるか、それがどう移動したかということを示したグラフでございます。ご覧のとおり、

左の下いうことでございますので、健全というふうに判断できるかと思います。以上で報告

を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（中島博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

「質疑なし」 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

以上で、報告第 11号を終わります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 報告第 12号 令和元年度（平成 30年度事業）砥部町教育委員会点検評価について 

（報告、質疑） 

○議長（中島博志） 日程第５、報告第 12号、令和元年度平成 30年度事業砥部町教育委員

会点検評価についてを議題とします。提出者の報告を求めます。武智教育長。 

○教育長（武智省三） 報告第 12号、令和元年度平成 30年度事業砥部町教育委員会点検評

価について報告させていただきます。報告第 12号、令和元年度平成 30年度事業砥部町教育

委員会点検評価について。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条の規定により、

令和元年度平成 30年度事業砥部町教育委員会点検評価報告書を別冊のとおり提出します。令

和元年９月６日提出、砥部町教育委員会。それでは、砥部町教育委員会の点検評価について

説明させていただきます。お手元に報告書をご用意していただいたらと思います。はじめに、

今年度の点検評価につきましては、平成 30年に総合計画及び教育大綱が改定され、基本計画

の目標と主要施策が新たに定められたことに伴い、評価対象の事務事業を統合するなど、一
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部見直しを行っております。また、報告書の書式も変更し、構成・体裁を見直しております。

Ｐ１ページ２ページに教育大綱点検評価の説明をしております。はい、それでは、報告書の

４ページをご覧ください。この点検・評価は、法律に基づき教育委員会の権限に属する事務

の管理・執行状況について毎年、点検・評価を行い、報告させていただいているものでござ

います。点検評価の実施により、効果的・効率的な教育行政の推進を図り、変化する社会経

済情勢に適確に対応するとともに、職員の意識改革の向上を図っております。今回の点検評

価は、30年度の事務事業を対象とし、２つの区分で記録しております。１つは教育委員さん

が直接関与している事業、あるいは活動している事業を教育委員会の活動状況として６ペー

ジから 11ページに記載をしております。もう１つは、教育委員会が管理・執行している事務

事業及び教育長に委任されている事務の管理執行状況でございます。これは 12 ページから

13ページの一覧にありますように、42項目について点検・評価をいたしました。それでは５

ページをお願いいたします。対象となる事業の実施状況、成果、課題等をまとめ、その妥当

性、有効性及び効率性を総合的に判断し、事業の評価及び次年度以降の方向性について、そ

れぞれ５段階で自己評価しました。一昨年までは４段階評価にしよりましたが、30年度から

５段階評価で自己評価しております。それでは、30年度の主な事務事業についてご報告申し

上げます。まず、14ページをお願いいたします。まず、学校教育では、子どもたち一人一人

に豊かな心や確かな学力、健やかな体などの生きる力を育むとともに、家庭・地域との連携

し、地域に開かれた信頼される学校づくりに取り組みました。本ページの就学援助事業では、

経済的な事由により、就学困難な児童生徒の保護者に対し、就学費用を援助し、児童生徒の

就学機会を確保しました。30年度から、新児童生徒学用品の入学前支給を開始し、さらに保

護者の負担軽減を図りました。30年度の準要保護の援助率は、小学校が 10％、中学校が 12％

となっており、年々増加傾向にあるため、引き続き事業を推進してまいりたいと考えており

ます。次に 18 ページをご覧ください。私立幼稚園就園奨励事業では、私立幼稚園に通う 17

名の園児の保護者に対し、入園料と授業料の一部について助成を行うことにより、経済的負

担を軽減し、公立と私立間の授業料格差の是正と幼児教育の機会の均等を図りました。なお、

本事業は幼児教育・保育の無償化に伴い、本年９月で廃止いたします。次に 23ページをお開

きください。キャリア教育推進事業では、砥部中学校が愛媛県から、えひめジョブチャレン

ジＵ-15 事業のモデル校として指定を受け、地域の事業所のご協力により、２年生が職場体

験学習を行いました。実施期間は、２日から５日に延長したことで密度の濃い体験となり、

仕事の大切さを実感するとともに、地場産業への理解を深め、地元で働く魅力を感じること

ができました。次に 25 ページをお開きください。校務支援・業務改善事業では、30 年度よ

り愛媛スクールネットへ参画したことにより、県下の教育情報が共有化され、教職員の校務

環境が向上しました。また、タイムカードの導入や学校閉庁日の実施、部活動方針の策定に

より休養日の設定などにより、長時間勤務常態化にしている教職員の休暇取得を促すととも

に、勤務時間に対する意識改革に努めてまいりました。次に教職員の業務の効率化と負担軽

減については、統合型校務支援システムの導入や部活動外部指導者などの人的支援の必要性

が求められていることから、今後の導入について研究してまいりたいと考えております。次
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に 36ページをお願いいたします。社会教育では、町民が生涯にわたり自己実現を図ることが

できるよう、生涯学習の環境整備を進めるとともに、主体的に選択できる学習の場や発表の

場、交流の場を充実するなど、地域の教育力の一層の向上を図る多様な機会の提供に努めま

した。本ページの社会教育推進事業では、旧高市小学校を会場に町内外の小学生 44人と愛媛

大学の留学生が交流する国際交流サマーキャンプの新規事業を実施しました。南アフリカや

ドイツなどの留学生と、大自然の中で遊びや寝食を共にすることで、言葉や文化の違いを超

えた広い視野を持った子どもたちの育成に取り組むことができました。次に 39ページをお開

きください。公民館設置管理では、本町の生涯学習の拠点施設である中央公民館が、建築後

40 年を経過し、老築化が進んでいるため 30 年度に耐震補強及び大規模改修工事に着手しま

した。当初計画より着工時期が遅れたものの、計画どおり令和元年度の完成を目指し、適切

に工事の進捗を管理してまいります。次に 45ページをお開きください。文化財の活用では、

砥部の文化や歴史を学ぶため、３回の歴史講座を開催しました。また、本町の文化の魅力を

広く伝えるため学芸員を町内外に派遣し、７回の出張講演を実施しました。次に 55ページを

お開きください。マレーシアバドミントンキャンプ招致事業では、東京オリンピックのマレ

ーシア代表バドミントン候補選手ら事前合宿で来県した際に、砥部町で歓迎セレモニーを行

い、町民との交流を深めました。スポーツを通じての交流により、スポーツへの関心を高め

るとともに、観光、経済・文化の交流と振興につなげるため、今後もこのような交流イベン

トを継続してまいりたいと考えています。そのほか、個々の事業別評価の説明は省略させて

いただきますが、42 事業のうち目標とする成果をやや上回ったＡ評価の事業が 12 事業、概

ね目標とする成果であったＢ評価の事業が 29事業、目標をやや下回ったＣ評価の事業が公民

館設置管理の１事業で、全体を総括して事業の執行状況は概ね順調であったと考えておりま

す。また、次年度以降の方向性につきましては、事業の拡大充実を図るものが、校務支援・

業務改善事業をはじめ３事業、現状維持が 32事業、改善を要するものが６事業、施策上の必

要性や住民ニーズが減少し、廃止が妥当なものが私立幼稚園就園奨励事業の１事業でした。

このように事業を適正に遂行することができましたのも、議員様の、議員の皆様をはじめ、

関係各位のご支援・ご指導と、町民の皆様のご理解・ご協力によるものでございます。深く

感謝とお礼を申し上げます。なお、今回の点検・評価にあたりましては、元愛媛県中予教育

事務所長の小田正志氏に外部評価をお願いしております。ご意見をいただいております。56

ページ以降に添付しております。今後も様々な教育環境や問題点、社会情勢や環境の変化な

どに対応しながら、事業の精選を含め、改善に取り組み、事業の充実に取り組んでまいりた

いと考えております。この点検・評価につきましては、お気づきの点がございましたらご指

摘・ご指導いただきたいと思います。以上で報告第 12号の説明を終わります。よろしくお願

いいたします。 

○議長（中島博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。11

番政岡洋三郎君。 

○11番（政岡洋三郎） ただいまあの、教育長から説明があったんですけれども、まあ、評

価対象事業名とか評価方法が変わって、前年度と比較するのは非常に難しいと思うんですが、
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その中でも、公民館施設管理の評価は２段階下がっとると思うんですよね。そこの理由をち

ょっと説明していただきたいんです。 

○議長（中島博志） 町田社会教育課長。 

○社会教育課長（町田忠彦） 政岡議員さんのご質問にお答えいたします。中央公民館の管

理業務につきましては、今回Ｃ評価とさせていただきました。当初は、平成 30年度におきま

しては年度途中はじめのうちに、早いうちに工事が開始できる予定でございましたが、工事

開始が平成 31年の３月の開始ということになりましたので、その面を考えまして、勘案いた

しまして今回評価をＣとさせていただきました。以上で政岡議員さんのご質問の回答とさせ

ていただきます。 

○議長（中島博志） 他にご質疑ありませんか。ないようですので、質疑なしと認めます。 

以上で報告第 12号を終わります。 

ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用しまして、全員協議会を開催したいと思いま

す。 

 

 

午前 10時４分 休憩 

午前 10時 27分 再開 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第６ 議案第 39号 財産の取得について（麻生保育所の施設備品及び保育備品） 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（中島博志） 再開します。日程第６、議案第 39号、財産の取得についてを議題とし

ます。提案理由の説明を求めます。田邊子育て支援課長。 

○子育て支援課長（田邊敏之） それでは、財産の取得についてご説明をさせていただきま

す。議案第 39号をお手元にお願いをします。次の財産を取得するため、砥部町議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求める。

令和元年９月６日提出、砥部町長佐川秀紀。まず、提案理由でございますが、議案書の下段

をご覧ください。麻生保育所の改築に伴いまして、施設備品等を買い替えるため提案するも

のでございます。財産取得の内容でございますが、中段をご覧ください。１、財産の種類、

備品。２、取得の方法、指名競争入札。３、取得する財産、麻生保育所施設備品及び保育備

品でございます。購入する物品につきましての詳細は、議案第 39号資料２の一覧表のとおり

でございますが、162品目で 667件の購入となります。なお、物品の納期限は令和元年 12月

27日までとしております。４、取得金額、1,273万 2,500円でございます。５、取得の相手

方、松山市高岡町 455番地１、えひめ洋紙株式会社代表取締役山本恒久。なお、令和元年８

月 19日に指名競争入札を行いまして、８月 20日に受注者と物品購入仮契約の締結をいたし

ております。入札結果と仮契約書につきましては、議案第 39号資料１、表裏ページのとおり
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でございます。以上で説明を終わります。ご審議いただき、ご議決賜りますようよろしくお

願いをいたします。 

○議長（中島博志） 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。 

「質疑なし」 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

[「討論なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

採決を行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

［起立多数］ 

○議長（中島博志） 起立多数です。ご着席ください。 

 よって議案第 39号は、原案のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第７ 議案第 40号 砥部町印鑑登録証明事務条例の一部改正について 

（説明、質疑、総務常任委員会付託） 

○議長（中島博志） 日程第７、議案第 40号、砥部町印鑑登録証明事務条例の一部改正につ

いてを議題とします。提案理由の説明を求めます。土居戸籍税務課長補佐。 

○戸籍税務課長補佐（土居透） 議案第 40号をご説明申し上げます。議案書と新旧対照表

をご用意ください。議案第 40号、砥部町印鑑登録証明事務条例の一部改正について。砥部町

印鑑登録証明事務条例の一部を改正する条例を次のように定める。令和元年９月６日提出、

砥部町長佐川秀紀。提案理由でございますが、裏面２ページをご覧ください。住民基本台帳

法施行令の一部改正により、氏の変更があった者が住民票に旧氏の記載を求めることが可能

となったことから、所要の規定を改正するとともに、性別少数者等の人権に配慮し、男女の

別欄の記載を削除するため、提案するものでございます。それでは改正箇所についてご説明

いたします。議案第 40号資料、新旧対照表の１ページ目をご覧ください。赤字のところでご

ざいますが、まず、第２条につきましては、文言の整理を行ったものでございます。次に第

５条でございますが、第２項第１号及び第２号につきましては、登録できる印鑑の可能条件

に旧氏を加えるものでございます。裏面２ページ目をご覧ください。同条第３項につきまし

ては、記録されているという文言を、記載がされているという文言に改めたものでございま

す。次に第６条でございますが、第１項第３号につきましては、印鑑登録事項の氏名の条件

に、住民票に旧氏の記載がされている場合は旧氏も登録する、という条件を加えるものでご

ざいます。同項第５号につきましては、男女の別を印鑑登録事項から削除するものでござい

ます。同項改正後第６号につきましては、先ほどご説明いたしました第５条第３項のところ

と同様に文言を改めたものでございます。次に２枚目にございます、３ページ目をご覧くだ

さい。同条第２項でございますが、文言の整理と用語の改正を行ったものでございます。用

語の改正でございますが、現在コンピューターシステムによります、情報の記録方法につき
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ましては、磁気ディスクを使用した方法でございますので、磁気テープから磁気ディスクと

いう用語に改めたものでございます。次に第 12条でございますが、第１項本文の改正につき

ましては文言の整理を行ったものと、先ほどご説明いたしました第６条第２項のところと同

様に用語の改正を行ったものでございます。同項第１号につきましては、印鑑登録証明書の

氏名の記載条件に、住民票に旧氏が記載されているものは旧氏も記載する、という条件を加

えるものでございます。同項第３号につきましては、男女の別を印鑑登録証明書の記載事項

から削除するものでございます。同項改正後第４号につきましては、先ほどご説明いたしま

した第５条第３項のところと同様に文言を改めたものでございます。最後に裏面の４ページ

目をご覧ください。第 15条第１項でございますが、氏を変更したことによる印鑑登録の抹消

理由に、住民票に旧氏が記載されている者は、旧氏に変更があった場合も含むという条件を

加えるものでございます。それでは議案書の方にお戻りください。裏面２ページ目をご覧く

ださい。附則でございますが、この条例は令和元年 11月５日から施行するものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（中島博志） 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。 

「質疑なし」 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。議案第 40号は、総務常任委員会に付託することにしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

よって議案第 40号は、総務常任委員会に付託することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第８ 議案第 41号 砥部町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部改正

について 

（説明、質疑、総務常任委員会付託） 

○議長（中島博志） 日程第８、議案第 41号、砥部町職員の分限に関する手続及び効果に関

する条例等の一部改正についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。相原総務課長。 

○総務課長（相原清志） 議案第 41 号についてご説明を申し上げます。議案書をご覧くだ

さい。議案第 41号、砥部町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例等の一部改正に

ついて。砥部町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例等の一部を改正する条例を

次のように定める。令和元年９月６日提出、砥部町長佐川秀紀。提案理由でございますが、

裏面をご覧ください。提案理由、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図る

ための関係法律の整備に関する法律の公布に伴い、成年被後見人及び被保佐人に係る欠格条

項等を改正するため、提案するものでございます。今申し上げました、成年被後見人等の権

利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法令の整備に関する法律の公布でございま

すが、この法律は成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、不当に差別されないよう、
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欠格条項、その他の権利の制限に係る措置の適正化を図るためのものでございます。これに

伴いまして、地方公務員法の一部が改正をされておりまして、その改正内容は、成年被後見

人及び被保佐人は、職員となり又は競争試験もしくは選考を受ける事ができないとする規定

を削除すること。それと、職員が成年被後見人及び被保佐人に該当するに至ったときは、そ

の職を失うとする規定を削除することなどでございます。これに伴いまして、町の条例に規

定する地方公務員法の引用条文にずれが生じましたため、文言を整理し所要の改正を行うも

のでございます。なお、改正する条例は砥部町職員の分限に関する手続き及び効果に関する

条例をはじめ、３つの条例でございます。それでは、議案第 41号の資料１をご覧ください。

資料１でございますが、砥部町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の新旧対照

表でございます。第１条改正でございます。この中で、条例の中で第５条の第１項中、第 16

条第２号を第 16条第１号に改めております。これは改正前の地方公務員法の第 16条第１号

が削られたことに伴う文言整理でございます。次に議案第 41号資料２をご覧ください。資料

の２でございますが、これは砥部町職員の給与に関する条例の新旧対照表第２条改正でござ

います。同条例の中で、地方公務員法第 16条第１項に該当して、同法第 28条第４項の規定

により失職した職員、つまり成年被後見人及び被保佐人のことでございますが、これを示す

文言を削るものでございます。該当する条文は、期末手当関係が 1ページの第 19条第 1項、

同条第４項、２ページの第 19条の２第２号、そして勤勉手当関係が２ページの第 19条の４

第１項、同条第２項第１号。そして休職者の給与関係につきましてが、３ページの第 21条第

５項でございます。次に議案第 41号資料３をご覧ください。資料の３は砥部町職員の旅費に

関する条例の新旧対照表第３条改正でございます。同条例の第３条第３項中、法第 16条第２

号又は第５号若しくは、を地方公務員法第 16条第１号若しくは第４号又は、に改めます。第

１号改正と同様改正前の地方公務員法の第 16 条第１号が削られたことに伴う文言整理でご

ざいます。それでは議案書に戻っていただきまして、２ページの方をご覧ください。議案書

の裏でございますが、附則といたしまして、この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係

る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、附則第１条第２号に掲げる規

定の施行の日から施行するものといたしております。以上で議案第 41号の説明を終わります。

ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中島博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第 41号は、総務常任委員会に付託することにしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

よって議案第 41号は、総務常任委員会に付託することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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日程第９ 議案第 42号 砥部町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

（説明・質疑・委員会付託） 

○議長（中島博志） 日程第９、議案第 42号、砥部町災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部改正についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。松下介護福祉課長。 

○介護福祉課長（松下寛志） 議案第 42号、砥部町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

改正についてご説明いたします。お手元に議案書と新旧対照表をご用意ください。砥部町災

害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。令和元年９月６

日提出、砥部町長佐川秀紀。議案書の２ページをお願いいたします。提案理由でございます

が、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の一部改正により、償還金の支給猶予

等について必要な措置を講じるため、所要の規定の改正について提案するものでございます。

内容についてご説明いたしますので、新旧対照表をご覧ください。まず、現行の欄をご覧く

ださい。目次の第５章、補則（第 16条）を法に合わせまして、雑則（第 16条－第 17条）に

改めております。次に第 15条第３項でございますが、償還免除と一時償還、違約金及び償還

金の支払猶予について、法と施行令の根拠規定を示しております。改正案をご覧ください。

償還金の支払猶予の規定が、施行令から法で規定することになったことと、また、報告等の

規定が追加されたことから、法と施行令の該当する条番号を改めております。次に第５章、

雑則、支給審査委員会の設置でございますが、２ページをご覧ください。第 16条を１条繰り

下げまして、第 16条に支給審査委員会の設置規定を設けております。委員会は災害弔慰金及

び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するもので、委員には医師、弁護士、医療

ソーシャルワーカー、その他町長が必要と認めるものとしております。議案書１ページにお

戻りください。附則をご覧ください。施行期日でございますが、この条例は、公布の日から

施行する。２ページをお願いいたします。第２項で砥部町の特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改めまして、砥部町災害弔慰金等支給審査委員会委

員の報酬を１万５千円としております。以上で説明を終わります。ご審議賜りますようお願

いいたします。 

○議長（中島博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。議案第 42号は厚生文教常任委員会に付託することにしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

よって議案第 42号は、厚生文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 10 議案第 43号 砥部町保育所条例の一部改正について 

（説明・質疑・厚生文教常任委員会付託） 



45 

 

○議長（中島博志） 日程第 10、議案第 43号、砥部町保育所条例の一部改正についてを議

題とします。提案理由の説明を求めます。田邊子育て支援課長。 

○子育て支援課長（田邊敏之） それでは、砥部町保育所条例の一部改正についてご説明さ

せていただきます。議案第 43号をお手元にお願いをします。砥部町保育所条例の一部を改正

する条例を次のように定める。令和元年９月６日提出、砥部町長佐川秀紀。まず、提案理由

でございますが、議案書１ページの下段をご覧ください。10月からの幼児教育・保育無償化

の実施にあたりまして、町立保育所で実施をいたします、延長保育事業の保育料を改正する

ため、提案するものでございます。それでは、改正箇所をご説明いたします。議案第 43号資

料、砥部町保育所条例、新旧対照表をご覧ください。第 11条第１項中、１箇月につき 2,500

円を次のとおりに改め、同項に新たな延長保育料区分といたしまして、区分、保育料順に表

中を読み上げますが、午前７時 30分から午前８時 30分まで１回当たり 150円、午後４時 30

分から午後６時 30分まで１時間当たり 150円、午後６時 30分から午後７時まで１回当たり

150円、以上の表を加えるものでございます。条例改正の理由としましては、町立保育所の

延長保育につきましては、これまでは旧制度を引き継いでおりまして、新制度における通常

保育料に含まれない時間と、延長保育料を徴収する時間に乖離が生じていることから、10月

からの幼児教育・保育無償化を契機としまして、通常保育料に含まれない保育時間について

延長保育料を徴収するよう変更し、保育認定時間と時間外の区分を明確にするための措置と

して、改正させていただくものでございます。議案書の方にお戻りください。附則といたし

まして、この条例は令和元年 10月１日から施行するものでございます。以上で説明を終わり

ます。ご審議賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（中島博志） 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。 

[「質疑なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第 43号は、厚生文教常任委員会に付託することにしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

[「異議なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

 よって議案第 43号は、厚生文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 11 議案第 44号 砥部町広田保育所条例の一部改正について 

（説明・質疑・厚生文教常任委員会付託） 

○議長（中島博志) 日程第 11、議案第 44号、砥部町広田保育所条例の一部改正についてを

議題とします。提案理由の説明を求めます。田邊子育て支援課長。 

○子育て支援課長（田邊敏之） それでは、砥部町広田保育所条例の一部改正についてご説

明させていただきます。議案第 44号をお手元にお願いをします。砥部町広田保育所条例の一

部を改正する条例を次のように定める。令和元年９月６日提出、砥部町長佐川秀紀。まず、
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提案理由でございますが、議案書２ページの中段をご覧ください。砥部町立広田保育所を 10

月から幼児教育・保育無償化の実施に合わせ、平成 27年４月に施行された子ども・子育て支

援新制度に移行するため、保育料及び延長保育事業などの所要の規定の改正について、提案

するものでございます。それでは、改正箇所をご説明いたします。議案第 44号資料、砥部町

広田保育所条例、新旧対照表をご覧ください。１ページの保育料をうたった第４条では、保

育料の額は子ども・子育て支援法の基準により、算定した額とする旨を明記いたしました。

次に新たな８条として、延長保育事業の規定を設けさせていただきました。詳細につきまし

ては、砥部町広田保育所条例施行規則中に明記させていただくことにしております。最後に

旧８条の別表以下５ページまでの備考までを削除いたしました。新制度に対応する徴収基準

表につきましては、砥部町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則中

に新たな規定を設けて、明記させていただくこととしております。砥部地区の保育所、幼稚

園はすべて平成 27年度からの子ども・子育て支援新制度による所管される施設として、すで

に移行しておりました。ただし広田保育所につきましては、特定教育・保育施設や地域型保

育施設として認可されることが本来必要な設備を完備してないことや、11時間の標準保育時

間が確保できないことがネックとなり、移行が困難であったため、新制度開始後も従来どお

り運営を行ってまいりました。今回、新制度移行に必要な条件が緩和されたことに伴いまし

て、４月の全員協議会でも、広田保育所の今後の方針についてご説明させていただきました

が、10月から幼児教育・保育の無償化が開始されるに合わせまして、無償化対象施設すべく、

新制度へ移行させるものでございます。議案書２ページの方にお戻りください。附則といた

しまして、この条例は、令和元年 10月１日から施行するものでございます。以上で説明を終

わります。ご審議賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（中島博志） 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。11番

政岡洋三郎君。 

○11番（政岡洋三郎） 参考までにお聞きするんですが、この広田保育所の延長保育料です

が、この規則で別に定めるということにはなっとんですが、今回改正しております砥部町の

保育料と同じ料金ですか、それとも違うんですか。 

○議長（中島博志） 田邊子育て支援課長。 

○子育て支援課長（田邊敏之） 政岡議員の質問にお答えさせていただきます。ほぼ、同じ

と思っていただいて結構でございます。 

○議長（中島博志） 他に質疑はありませんか。質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第 44号は厚生文教常任委員会に付託することにしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

[「異議なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

 よって議案第 44号は、厚生文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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日程第 12 議案第 45号 砥部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

（説明・質疑・厚生文教常任委員会付託） 

○議長（中島博志） 日程第 12、議案第 45号、砥部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。提案理由の説明を求めます。田邊

子育て支援課長。 

○子育て支援課長（田邊敏之） それではご説明させていただきます。議案第 45 号をお手元

にお願いをします。砥部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように定める。令和元年９月６日提出、砥部町長佐川秀紀。まず、提案

理由でございますが、議案書の２ページの下段をご覧ください。本条例は、家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準に則り制定をしており、当該基準が改正されたことに伴いまして、

所要の規定を改正するため提案するものでございます。根拠法令は児童福祉法第 34条の 16第

２項となります。この法律において、家庭的保育事業等の設備及び運営について実施する自治

体において、条例で基準を定めなければならないとされております。条例を定めるにあたって、

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に従い、定めるものとし、その他の事項につき

ましても、基準省令を参酌するものとされております。本町におきましては、家庭的保育事業

等の対象施設は、平成 27 年の子ども・子育て支援新制度施行以降から現在まで運用実績はご

ざいませんが、改正省令の公布に伴い、同基準を引用していた本条例を改正し、基準省令の運

用に支障が生じないようにするものでございます。それでは、改正箇所をご説明いたします。

議案第 45 号資料、砥部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、新旧

対照表をご覧ください。まず、１ページから２ページ３行目までの、保育所等との連携をうた

った第７条の改正では、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確

保義務の緩和を図るものでございます。町長が認めるときは、連携施設の確保は不要とする旨

を記述しております。この場合において、家庭的保育事業者等は利用定員が 20 人以上である

企業主導型保育事業に係る施設、又は地方自治体が運営費支援等を行っている認可外保育施設

であって、町長が適当と認めるものを、卒園後の受け皿の提供に係る連携協力を行うものとし

て、適切に確保しなければならないこととなっております。次に２ページ、食事の提供の特例

をうたった第 17条の改正では、文言の適正化、関連付けの変更措置でございます。第 24条で

は、成年被後見人等に関する法律の改正に起因をいたします、児童福祉法の改正に伴う号ずれ

の解消を行います。また、38条では、文言の削除による適正化を図るものでございます。３ペ

ージ中段の連携施設に関する特例をうたった第 46 条の改正では、満３歳以上の児童を受け入

れている保育所型事業所内保育事業所について、町長が適当と認めるものについては、卒園後

の受け皿の提供を連携施設の確保を不要とすることを記述したものでございます。３ページ下

段の食事の提供の経過措置の特例をうたった、附則３の改正では、省令附則第２条の経過措置

が適応されている事業者のうち、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭的保育事

業者については、自園調理への移行に向けた努力義務を課しつつ、自園調理の原則の適応を猶

予する経過措置期間を 10 年とするものでございます。また、４ページの附則４の改正では、
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省令附則第３条の経過措置の期限をさらに５年間延長して、10年とするものでございます。議

案書２ページの方にお戻りください。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する

ものでございます。以上で説明を終わります。ご審議賜りますようよろしくお願いを申し上げ

ます。 

○議長（中島博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

[「質疑なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。議案第 45 号は厚生文教常任委員会に付託することにしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

[「異議なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

 よって議案第 45号は、厚生文教常任委員会に付託することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 13 議案第 46号 砥部町消防団条例の一部改正について 

（説明・質疑・総務常任委員会付託） 

○議長（中島博志） 日程第 13、議案第 46 号、砥部町消防団条例の一部改正についてを議

題とします。提案理由の説明を求めます。相原総務課長。 

○総務課長（相原清志） 議案第 46 号につきましてご説明を申し上げます。議案書をご覧

ください。議案第 46号、砥部町消防団条例の一部改正について。砥部町消防団条例の一部を

改正する条例を次のように定める。令和元年９月６日提出、砥部町長佐川秀紀。提案理由で

ございますが、ページの下段をご覧ください。先ほどの議案第 41号と同様になりますが、成

年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

の公布に伴いまして、成年被後見人及び被保佐人に係る欠格事項を改正するため、提案する

ものでございます。それでは、議案第 46号資料をご覧ください。砥部町消防団条例の新旧対

照表でございますが、同条例から成年被後見人及び被保佐人が消防団員となることができな

いとする規定を削除するため、などに係る文言整理を行っております。第６条中第１号を削

り、第２号を第１号とし、同条第３号中、免職を懲戒免職に改め、同号を同条第２号とし、

第７条第２項第１号中、及び第２号を削ります。それでは、議案書にお戻りください。附則

といたしまして、この条例は成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため

の関係法律の整備に関する法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行するもの

としております。以上で説明を終わります。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（中島博志） 説明が終わりましたので質疑を行います。質疑はありませんか。 

「質疑なし」 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。議案第 46号は総務常任委員会に付託することにしたいと思います。これに
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ご異議ありませんか。 

[「異議なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第 46号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 14 議案第 47号 令和元年度砥部町一般会計補正予算（第３号） 

日程第 15 議案第 48号 令和元年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 16 議案第 49号 令和元年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 17 議案第 50号 令和元年度砥部町浄化槽特別会計補正予算（第１号） 

日程第 18 議案第 51号 令和元年度砥部町公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

（説明・質疑・所管常任委員会付託） 

○議長（中島博志） 日程第 14、議案第 47号、令和元年度砥部町一般会計補正予算第３号か

ら日程第 18、議案第 51号、令和元年度砥部町公共下水道事業会計補正予算第 1号までの５件

を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。大江企画財政課長。 

○企画財政課長（大江章吾） 補正予算につきましてご説明をさせていただきます。私からは、

議案第 47号の一般会計補正予算から議案第 50号の浄化槽特別会計補正予算までご説明をさせ

ていただきます。まず、一般会計補正予算書をお手元にお願いをいたします。その１ページを

お開きください。議案第 47 号、令和元年度砥部町一般会計補正予算第３号、令和元年度砥部

町の一般会計補正予算第３号は、次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算補正。既定

の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,998万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 89 億 6,457 万９千円とする。２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。第２

条、債務負担行為補正。債務負担行為の追加及び変更は、第２表債務負担行為補正による。令

和元年９月６日提出、砥部町長佐川秀紀。まず、歳出でございますが、３ページをご覧いただ

きたいと思います。主なものにつきましてご説明をさせていただきます。全体を通じまして、

人件費を 3,130万円減額をしております。まず、１款議会費でございますが、10万８千円を追

加いたしまして１億 762万２千円といたしました。これにつきましては、人件費の補正でござ

います。２款総務費でございますが、181万９千円を追加いたしまして 10億 110万３千円とい

たしました。人件費を減額したほか、１項総務管理費では原町の旧老人憩いの家の解体工事費

739 万９千円の追加、マイナンバーカードを活用した自治体ポイントによる消費活性化対策の

導入に向けた環境整備を行うため、関係経費 185万８千円の追加など。３項戸籍住民基本台帳

費では、人件費の減額でございます。３款民生費でございますが、184 万４千円追加いたしま

して、30億 4,529万２千円といたしました。人件費を減額したほか、１項社会福祉費では、人

件費補正に伴い、国民健康保険事業特別会計への操出金 543万７千円の追加など。ここでは人

件費の減額によりまして、差し引き減額補正となっております。２項児童福祉費では、幼児教

育・保育無償化に伴いまして、新制度未移行幼稚園、認可外保育施設等の利用者への無償化へ
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の対応といたしまして、子育てのための施設等利用給付費負担金 838万８千円の追加などでご

ざいます。４款衛生費でございますが、1,648 万５千円追加いたしまして、７億 3,255 万３千

円といたしました。人件費を追加したほか、１項保健衛生費では、聖浄苑建物改築工事に伴い

まして、伊予消防等事務組合への負担金 228万４千円の追加など。２項清掃費では、美化セン

ターの修繕費 457 万２千円の追加などでございます。６款農林水産業費でございますが、370

万９千円追加いたしまして、２億 5,047万円といたしました。人件費を追加したほか、１項農

業費で、堀江選果場の整備に対するえひめ中央農協への整備費負担金 333万５千円の追加など

でございます。７款商工費でございますが、656 万３千円を減額いたしまして、２億 5,404万

４千円といたしました。人件費を減額したほか、県窯業技術センター新築に伴い、県と共同し

て欧州の若手陶芸家と技術交流会等を通じて商品開発等を行うため、欧州若手陶芸家の本町で

の宿泊費 29 万４千円を追加をいたしました。ここでは人件費の減額に伴いまして、減額補正

となっております。８款土木費でございますが、6,337万８千円を追加いたしまして、５億9,722

万７千円といたしました。人件費を減額したほか、２項道路橋りょう費で道路維持工事費 2,950

万円の追加、道路改良工事費で 3,700万円の追加などでございます。10款教育費でございます

が、920万４千円を追加いたしまして、14億 9,969万３千円といたしました。１項教育総務費

では人件費の増額補正、２項小学校費では麻生小学校の大プール改修工事費 1,289万２千円の

追加、４項の幼稚園費と社会教育費は、人件費の減額補正でございます。保健体育費につきま

しては、給食センターの臨時雇賃金 129 万７千円の追加でございます。これにつきましては、

人件費の減額に伴いまして、412 万円の減額補正となっております。続きまして歳入でござい

ますが、２ページをお願いをいたします。９款地方特例交付金 2,200万円、負担金 355万９千

円、国庫支出金 781万円、県支出金 229万３千円、繰越金 5,432万２千円をそれぞれ追加をい

たしました。続きまして４ページをお願いをいたします。債務負担行為でございます。まず、

債務負担行為の追加でございますが、指定管理期間が今年度で満了するため、砥部町農村工芸

体験館指定管理委託料に対する債務負担で、期間が令和２年度から６年度まで、限度額が 522

万円。次の峡の館につきましても同じ期間で、限度額は 1,476万円。次の交流ふるさと研修の

館につきましても同じ期間で、限度額が 252万円。次の砥部町高齢者福祉計画及び第８期介護

保険事業計画策定業務委託料に対する債務負担につきましては、これにつきましては高齢者福

祉計画分でございますが、今年度と来年度の２年間で策定するために期間を令和２年度で、限

度額を 291万７千円。次の２件につきましては、指定管理期間が今年度で終了するために砥部

町文化会館及び砥部町立図書館につきましては、期間が令和２年度から６年度までで、限度額

は３億 4,885万円。次の砥部町陶街道ゆとり公園及び田ノ浦町民広場につきましても同じ期間

で、限度額は 1,180 万５千円の債務負担行為を設定をいたします。５ページでございますが、

債務負担行為の変更でございます。小・中学校のパソコン及びソフトウェア借り上げ料に対す

る債務負担でございます。入札が不調になり、リースの開始期間が延期となったことによりま

して、次年度以降の債務負担行為限度額を増額する必要が生じました。そのために変更するも

のでございます。期間は令和２年度から６年度までで、小・中学校とも変更はございません。

小学校に関しましては、限度額 7,642万円を 8,523万８千円に変更し、中学校に関しましては、
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限度額 2,385万３千円を 2,660万６千円に変更するものでございます。一般会計につきまして

は、以上でございます。続きまして、国民健康保険事業特別会計につきましてご説明をさせて

いただきます。補正予算書の１ページをお願いをいたします。議案第 48 号、令和元年度砥部

町国民健康保険事業特別会計補正予算第１号、会計年度の名称は、当年度全体を通じて令和元

年度とし、平成 31 年度予算は令和元年度予算とする。令和元年度砥部町の国民健康保険事業

特別会計補正予算第１号は、次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算補正、事業勘定

は、規定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 999万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 24 億 7,151 万５千円とする。直営診療施設勘定は、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ543万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,507

万３千円とする。２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。令和元年９月６日提出、砥部町長

佐川秀紀。それでは３ページをご覧いただきたいと思います。事業勘定の歳出でございますが、

３款国民健康保険事業費納付金につきましては、退職被保険者と医療給付費納付金の確定によ

りまして、１項医療給付費分を 20 万円、２項後期高齢者支援金等分を７万７千円追加をいた

しました。７款諸支出金で償還金及び還付加算金につきましては、保険給付費等交付金の精算

に伴う超過交付分の返還金 971万３千円でございます。２ページをお願いをいたします。歳入

でございますが、繰越金 99 万５千円、雑入といたしまして国保連合会からの保険給付費と保

険給付費返還金 899 万５千円を追加するものでございます。５ページをお願いをいたします。

直営診療施設勘定でございますが、１款総務費、１項施設管理費で人件費を 543万７千円追加

をいたしました。４ページをご覧いただきたいと思いますが、歳入でございます。一般会計か

ら繰入金 543万７千円を追加をいたしました。国民健康保険事業特別会計につきましては以上

でございます。続きまして、介護保険事業特別会計につきましてご説明をさせていただきます。

予算書の１ページをお願いをいたします。議案第 49 号、令和元年度砥部町介護保険事業特別

会計補正予算第１号、会計年度の名称は、当年度全体を通じて令和元年度とし、平成 31 年度

予算は、令和元年度予算とする。令和元年度砥部町の介護保険事業特別会計補正予算第１号は、

次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算補正、保険事業勘定は、既定の歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ１億 2,077万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ 23 億 6,517 万４千円とする。２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。第２条、債務負

担行為補正、債務負担行為の追加は、第２表債務負担行為補正による。令和元年９月６日提出、

砥部町長佐川秀紀。それでは３ページをお願いをいたします。保険事業勘定の歳出でございま

すが、５款基金積立金で、介護保険事業運営基金への積立金を 8,798万７千円追加をいたしま

した。７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金で、精算に伴いまして、国庫負担金等を返還

するため 3,278万８千円を追加をいたしました。２ページをお願いをいたします。歳入でござ

いますが、４款支払基金交付金を 51 万４千円、８款繰越金１億 2,026 万１千円を追加をいた

しました。４ページをお願いをいたします。債務負担行為でございます。砥部町高齢者福祉計

画及び第８期介護保険事業計画策定業務委託料に対する債務負担で、第８期介護保険事業計画
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分といたしまして、今年度と来年度の２年間で策定するため、期間を令和２年度で、限度額を

291 万７千円として設定をいたします。介護保険事業特別会計につきましては、以上でござい

ます。続きまして、浄化槽特別会計につきましてご説明をいたします。補正予算書の１ページ

をお願いをいたします。議案第 50 号、令和元年度砥部町浄化槽特別会計補正予算第１号、会

計年度の名称は、当年度全体を通じて令和元年度とし、平成 31 年度予算は令和元年度予算と

する。令和元年度砥部町の浄化槽特別会計補正予算第１号は、次に定めるところによる。第１

条、歳入歳出予算補正。既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 909万８千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8,241万５千円とする。２、歳入歳出予算の補正

の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は第１表歳入歳出

予算補正による。令和元年９月６日提出、砥部町長佐川秀紀。それでは３ページをお願いをい

たします。歳出でございますが、１款浄化槽点検管理費で人件費を 909万８千円減額をいたし

ました。２ページでございますが、歳入でございます。１款事業収入を 909万８千円減額をい

たしました。浄化槽特別会計につきましては、以上でございます。以上で一般会計補正予算か

ら浄化槽特別会計補正予算までの説明を終わります。ご審議賜りますようよろしくお願いを申

し上げます。 

○議長（中島博志） 伊達上下水道課長。 

○上下水道課長（伊達定真） それではお手元に公共下水道事業会計補正予算第１号をお願い

いたします。予算書の１ページをお開きください。議案第 51 号、令和元年度砥部町公共下水

道事業会計補正予算第１号についてご説明を申し上げます。第１条、会計年度の名称は、当年

度全体を通じて令和元年度とし、平成 31 年度予算は、令和元年度予算とする。令和元年度砥

部町公共下水道事業会計の補正予算第１号は、次に定めるところによる。第２条、予算第３条

に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。内容でございますが、まず収入

でございます。１款１項営業収益におきまして、職員の児童手当増額に伴う、一般会計負担金

12万円を増額し、8,982万６千円に、２項営業外収益におきまして、一般会計補助金を 600万

円増額し２億 3,085万４千円とし、収入合計を 612万円増額し、３億 2,073万円とするもので

ございます。続いて支出ですけれども、１款１項営業費用を 720 万２千円増額し、２億 9,738

万６千円とし、支出合計を３億 132万７千円とするものでございます。費用増額の要因といた

しましては、処理場費におけます浄化センターの汚泥処分におきまして、たい肥化での処分が

困難になったことから、焼却に変更したことにより 612万８千円を増額し、また総係費におき

まして、人事異動により人件費を 107万４千円増額したことによるものでございます。続いて

第３条、予算第４条本文括弧書中、不足する額１億 3,325万５千円を不足する額１億 3,305万

７千円に、過年度分損益勘定留保資金１億 1,152 万８千円を過年度分損益勘定留保資金１億

1,133 万円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。内容でございます。

まず、収入でございますが、１款６項他会計出資金を 700 万円減額し、1,300 万円とし、収入

合計を４億 125万４千円とするものでございます。次に支出でございます。１款１項建設改良

費を 719万８千円減額し、４億 1,246万８千円とし、支出合計を５億 3,431万１千円とするも

のでございます。減少の要因といたしましては、技術職員１名減による人件費の減額によるも
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のでございます。なお、工事に伴う設計調査費が不足する見込みであるため、委託料を 300万

円増額いたしますが、その同額分を水道管移設工事負担金から減額をしております。続いて第

４条、予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。職員給与費を612万４千円減額し、

4,985万２千円とするものでございます。第５条、予算第 10条本文中の一般会計からこの会計

へ補助を受ける金額、１億 1,600万円を１億 2,200万円に改める。令和元年９月６日提出、砥

部町長佐川秀紀。以上で説明を終わります。ご審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（中島博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。16番

三谷喜好君。 

○16 番（三谷喜好） 一般会計補正予算第３号のページ、17 ページ財産管理費についてちょ

っとお尋ねをいたします。あかがね区の支障木材伐採撤去委託料が 37 万４千円になっておる

んですが、これのボリュームといいますか、何にいくらいっての概算なんでしょうか。お尋ね

します。 

○議長（中島博志） 大江企画財政課長。 

○企画財政課長（大江章吾） 三谷議員さんのご質問にお答えをいたします。これにつきまし

ては、桜の伐採工ということになります。これにつきましては、伐採といたしまして９万４千

円、あと、交通誘導員が２万 1,800 円、そして鉄板養生の手間といいますか、これが１万円、

あとクレーン車、これが５万６千円、伐採の運搬処分費、これが６万円、そしてあと諸雑費と

いたしましてチェーンソー等の油の等ですね、の経費でございますが、これが２万円というこ

とで、あとは諸経費でございます。以上でございます。 

○議長（中島博志） 16番三谷喜好君。 

○16番（三谷喜好） 本案に反対するわけではございません。結構でございますが、じゃあ関

連して大南町民広場がございますよね。あそこにはポプラの木、そして銀杏の木があります。

これが、電線に全部もう上にオーバーしとんですね。これも当然除けなければ、撤去しなけれ

ば、あれがもし電線に触れて切れるとかなりの被害が出ようと思います。どうか一度、現場を

見てできれば撤去作業をしていただくように要望しておきます。以上、終わります。 

○議長（中島博志） 他にご質疑等ございませんか。質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第 47号から議案第 51号までの５件については、所管の常任委員会に付

託することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

[「異議なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第 47号から議案第 51号までの５件については、所管の常任委員会に付託する

ことに決定しました。 

各常任委員会に付託しました議案の審査報告については、９月13日の本会議でお願いします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 19 認定第１号 平成 30年度砥部町一般会計決算認定について 

日程第 20 認定第２号 平成 30年度砥部町国民健康保険事業特別会計決算認定について 
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日程第 21 認定第３号 平成 30年度砥部町後期高齢者医療特別会計決算認定について 

日程第 22 認定第４号 平成 30年度砥部町介護保険事業特別会計決算認定について 

日程第 23 認定第５号 平成 30年度砥部町とべの館特別会計決算認定について 

日程第 24 認定第６号 平成 30年度砥部町とべ温泉特別会計決算認定について 

日程第 25 認定第７号 平成 30年度砥部町農業集落排水特別会計決算認定について 

日程第 26 認定第８号 平成 30年度砥部町浄化槽特別会計決算認定について 

日程第 27 認定第９号 平成 30年度砥部町公共下水道事業会計決算認定について 

日程第 28 認定第 10号 平成 30年度砥部町水道事業会計決算認定について 

（説明・質疑・決算特別委員会付託） 

○議長（中島博志） 日程第 19、認定第１号、平成 30年度砥部町一般会計決算認定について

から日程第 28、認定第 10号、平成 30年度砥部町水道事業会計決算認定についてまでの 10件

を一括議題とします。提案理由の説明を求めます。門田会計管理者。 

○会計管理者（門田巧） それでは、認定第１号から認定第 10号までの平成 30年度一般会計、

特別会計並びに企業会計の決算認定についてご説明いたします。地方自治法第 233条第３項及

び地方公営企業法第 30 条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する

ものでございます。決算認定につきましては、今年も決算特別委員会を設置して、ご審議いた

だけるとお伺いしておりますので、先に配布させていただいております、議案概要での説明と

させていただきます。それでは、議案概要の５ページをご覧ください。認定第１号、平成 30

年度砥部町一般会計決算認定についてご説明いたします。歳入 92億 3,821万１千円、歳出 85

億 5,662万４千円、差引額が６億 8,158万７千円となっております。継続費逓次繰越額が２件

の事業の繰越で 6,776 万２千円、繰越明許費繰越額が 17 件の事業の繰越で 4,566 万６千円と

なっており、実質収支額は５億 6,815 万９千円となっております。続きまして、認定第２号、

平成 30 年度砥部町国民健康保険事業特別会計決算認定についてご説明いたします。まず、事

業勘定でございますが、歳入 27億 4,876万７千円、歳出 23億 8,619万８千円、差引、実質収

支とも３億 6,256 万９千円となっております。次に直営診療施設勘定でございますが、歳入

5,928 万１千円、歳出 5,920 万１千円、差引、実質収支とも８万円となっております。６ペー

ジをご覧ください。続きまして、認定第３号、平成 30 年度砥部町後期高齢者医療特別会計決

算認定についてご説明いたします。歳入２億 5,830万５千円、歳出２億 5,114万２千円、差引、

実質収支とも 716 万３千円となっております。続きまして、認定第４号、平成 30 年度砥部町

介護保険事業特別会計決算認定についてご説明いたします。まず、保険事業勘定でございます

が、歳入 22億 7,889万円、歳出 21億 5,862万９千円、差引、実質収支とも１億 2,026万１千

円となっております。次に介護サービス事業勘定でございますが、歳入 4,718万７千円、歳出

4,504 万円、差引、実質収支とも 214 万７千円となっております。続きまして、認定第５号、

平成 30 年度砥部町とべの館特別会計決算認定についてご説明いたします。歳入 4,993 万９千

円、歳出 3,750万７千円、差引、実質収支とも 1,243万２千円となっております。続きまして、

認定第６号、平成 30 年度砥部町とべ温泉特別会計決算認定についてご説明いたします。歳入

5,122万円、歳出 4,853万円、差引、実質収支とも 269万円となっております。続きまして、
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認定第７号、平成 30 年度砥部町農業集落排水特別会計決算認定についてご説明いたします。

歳入 3,159万８千円、歳出 3,156万円、差引、実質収支とも３万８千円となっております。続

きまして、認定第８号、平成 30 年度砥部町浄化槽特別会計決算認定についてご説明いたしま

す。歳入 9,288万８千円、歳出 7,180万８千円、差引、実質収支とも 2,108万円となっており

ます。７ページをご覧ください。続きまして、認定第９号、平成 30 年度砥部町公共下水道事

業会計決算認定についてご説明いたします。収益的収入２億 9,439万９千円、収益的支出２億

7,397万７千円、資本的収入４億 4,837万円、資本的支出５億 9,054万６千円となっておりま

す。続きまして、認定第 10号、平成 30年度砥部町水道事業会計決算認定についてご説明いた

します。収益的収入３億3,734万９千円、収益的支出３億2,245万５千円、資本的収入１億7,454

万１千円、資本的支出２億 6,209 万５千円となっております。以上で、平成 30 年度各会計の

決算認定の説明を終わります。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中島博志） ここで監査決算審査の報告を、影浦代表監査委員が行います。影浦代表

監査委員。 

○代表監査委員（影浦浩二） 決算審査のご報告を申し上げます。町長から審査に付されま

した、平成 30年度砥部町一般会計、各特別会計、公共下水道事業会計及び水道事業会計の決

算並びに定額資金運用基金の運用状況について、山口委員とともに、去る７月 29日、８月２

日及び５日の３日間、審査を実施いたしました。審査にあたっては、担当課・事務局より予

算執行の状況や事務事業の実績等の説明を求め、歳入歳出決算書と関係帳簿や証拠書類の照

合・確認を行いました。審査の結果、各会計の決算は、いずれの諸表も適正に表示され、計

数的にも正確であり、予算の執行、財産の管理につきましても、概ね適正になされているも

のと認められました。まず、一般会計については、計画的・効率的な行財政運営に努められ、

良好な状況であったと見受けられます。主要財源である町税収入は、企業の増収による法人

町民税の増加等により、前年対比で 2.3％、約 4,600 万円の増となっております。徴収率に

つきましては、県内比較でも高い水準維持しており、担当職員の不断の努力の賜物と評価す

るところであります。今後とも、公平且つ公正な課税と徴収に努めていただきたいと思いま

す。各施設・設備等の適正な維持管理に関し、適切な配慮がなされておりますが、維持管理

に係る経費について、その妥当性を様々な観点から継続的に検討されることを望みます。特

に、電算システムの維持管理費用に関して、愛媛県も参画する自治体クラウド・ワーキング

グループが設置され、共同システムの開発に向けて検討が始められたところでありますが、

各市町、それぞれ提案内容が異なり、解決すべき課題は山積されておりますが、引き続き共

同システムの利用実現に努められ、コスト削減の体制づくりに繋げて頂きたいと思います。

美化センターについては、施設の耐用年数も経過し、大規模な改修が必要となっており、高

額な運営費を要しております。今後の方向性について、広域化を含め慎重に協議されること

を期待いたします。施設の指定管理に関し、今年度末に契約更新となる施設があり、次期受

託業者を選定することになりますが、その選定に当たっては、企画書等を参考に慎重な対応

をお願いしたいと思います。特別会計については、各会計とも実質収支において黒字を確保

しているものの、厳しい運営状況が伺えます。特に、とべ温泉については、当年に限らず、
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将来的にも一般会計から相当程度の繰入が必要になると推察されるところでありますが、多

方面からの慎重な判断をお願いしたいと思います。今後とも、それぞれの部署で、チェック

体制が十分に機能するよう配意され、適正な制度運営に努められることを期待いたします。

次に、公共下水道事業会計については、適正な入札執行などにより経費の削減に努められて

おり、概ね良好な経営状況であると見受けられました。今後も、多額の経費の投入を見込ま

れますので、さらに徹底した経費の節減とともに、接続率の向上に不断の努力が払われるこ

とを期待いたします。また、水道事業会計については、堅実な運営に努められ、良好な状況

であったと見受けられます。安定した水源の確保と、より安心安全な飲料水を供給するため

に、今後も、老朽化施設の改修など適正な事業の推進に努めていただきたいと思います。最

後に、定額資金運用基金の運用状況について、対象は砥部町奨学基金でありますが、設置の

目的に沿って適正に運用されているものと認められました。引き続き、適正な運用に努めて

いただきたいと思います。本町におきましては、今後とも、あらゆる分野において、必要性

と妥当性を常に意識され、有効かつ効率的な執行に取り組まれますとともに、目的を持った

資金の確保に努められ、中長期財政計画に沿った適正な財政運営の推進を図り、住民福祉が

より一層増進されることを期待いたします。その他詳細につきましては、審査意見書により、

ご了承をいただきたいと存じます。これで、審査意見の報告を終わります。 

○議長（中島博志） 説明と報告が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。 

「質疑なし」 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。認定第１号から認定第 10号までの決算認定 10件については、監査委員を

除く 15人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中の継続審査とす

ることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

[「異議なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号から認定第 10号までの決算認定 10件については、15人の委員の構成

する決算特別委員会を設置し、これに付託し、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

 お諮りします。ただいま設置しました、決算特別委員会の委員の選任については、委員会

条例第８条第４項の規定により、お手元に配布の名簿のとおり指名したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

[「異議なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

 よって、決算特別委員会の委員は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定しま

した。 

 ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用しまして決算特別委員会を開催し、正副委員

長の互選を行ってください。 
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午前 11時 42分 休憩 

午前 11時 43分 再開 

 

 

○議長（中島博志） 再開します。 

 決算特別委員会正副委員長の互選結果が、議長の手元にまいりましたので報告します。決

算特別委員会委員長に松﨑浩司君が、副委員長に東勝一君が互選されました。ご協力の程、

よろしくお願いいたします。決算特別委員会に付託しました、議案の審査報告については、

12月定例会本会議でお願いします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 29 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 30 諮問第３号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（中島博志） 日程第 29、諮問第２号及び日程第 30、諮問第３号の人権擁護委員の推

薦につき意見を求めることについてを一括議題とします。提出者の説明を求めます。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。次

の者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。令和元年９月６日提出、砥

部町長佐川秀紀。住所、伊予郡砥部町北川毛 491 番地、氏名、金井宏之、生年月日、昭和 27

年４月 15日。提案理由、金井宏之委員は、令和元年 12月 31日をもって任期が満了するので、

その後任の委員を推薦するため、提案するものでございます。続きまして、諮問第３号、人権

擁護委員の推薦につき意見を求めることについて。次の者を人権擁護委員として推薦したいの

で、議会の意見を求める。令和元年９月６日提出、砥部町長佐川秀紀。住所、伊予郡砥部町麻

生 393番地、氏名、佐野洋子、生年月日、昭和 26年５月 27日。提案理由でございますが、佐

野洋子委員は、令和元年 12月 31日をもって任期が満了するので、その後任の委員を推薦する

ため、提案するものでございます。よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（中島博志） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

[「質疑なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

 討論及び採決は、１件ごとに行います。諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることについて、討論を行います。討論はありませんか。 

[「討論なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 諮問第２号の採決を行います。本件は、適任であると答申することに賛成の方は、ご起立願

います。 

[起立多数] 

○議長（中島博志） ご起立多数です。ご着席ください。 
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 よって諮問第２号は、適任であると答申することに決定しました。 

 諮問第３号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、討論を行います。討論

はありませんか。 

[「討論なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 諮問第３号の採決を行います。本件は、適任であると答申することに賛成の方は、ご起立願

います。 

[起立多数] 

○議長（中島博志） 起立多数です。ご着席ください。 

 よって諮問第３号は、適任であると答申することに決定しました。 

 以上で本日の議事日程はすべて終了しました。本日はこれで散会します。 

 

 

午前 11時 47分 散会 
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令和元年第３回砥部町議会定例会（第３日） 会議録 

 

招集年月日 令和元年９月 13日 

招 集 場 所 砥部町議会議事堂 

開 会 令和元年９月 13日 午前９時 30分 議長宣告 

出 席 議 員 

１ 番 柿本 正   ２ 番 佐々木公博  ３ 番 原田公夫 

４ 番 東 勝一   ５ 番 菊池伸二   ６ 番 佐々木 雄 

７ 番 森永茂男   ８ 番 松﨑浩司   ９ 番 大平弘子 

10 番 岡利昌   11 番 政岡洋三郎     12 番 山口元之 
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16 番 三谷喜好 

欠 席 議 員 なし 
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教育長    武智省三    総務課長    相原清志 
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生活環境課長 田中克典    上下水道課長  伊達定真 
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議会事務局長 前田正則 

局長補佐   楠 耕一 

傍 聴 者 １人 
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令和元年第３回砥部町議会定例会議事日程 第３日 

 

 
・開  議 
 
 
日程第 01 議案第 40号 砥部町印鑑登録証明事務条例の一部改正について 
 
 
日程第 02 議案第 41号 砥部町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部改

正について 
 
日程第 03 議案第 42号 砥部町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 
 
 
日程第 04 議案第 43号 砥部町保育所条例の一部改正について 
 
 
日程第 05 議案第 44号 砥部町広田保育所条例の一部改正について 
 
 
日程第 06 議案第 45号 砥部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 
 
日程第 07 議案第 46号 砥部町消防団条例の一部改正について 
 
 
日程第 08 議案第 47号 令和元年度砥部町一般会計補正予算（第３号） 
 
 
日程第 09 議案第 48号 令和元年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 
 
 
日程第 10 議案第 49号 令和元年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 
 
 
日程第 11 議案第 50号 令和元年度砥部町浄化槽特別会計補正予算（第１号） 
 
 
日程第 12 議案第 51号 令和元年度砥部町公共下水道事業会計補正予算（第１号） 
 
 
日程第 13 議員派遣 
 
 
・閉  会 
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令和元年第３回砥部町議会定例会 

令和元年９月 13日（金） 

午前９時 30分開議 

 

○議長（中島博志） ただいまから本日の会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第１ 議案第 40号 砥部町印鑑登録証明事務条例の一部改正について 

（総務常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（中島博志） 日程第１、議案第 40号、砥部町印鑑登録証明事務条例の一部改正につ

いてを議題とします。委員長の報告を求めます。井上総務常任委員長。 

◯総務常任委員長（井上洋一） 総務常任委員会に付託されました、議案第 40号について、

審査の結果をご報告申し上げます。議案第 40号、砥部町印鑑登録証明事務条例の一部改正に

ついては、住民基本台帳法施行令の一部改正により、所要の改正を行うものです。改正の主

な内容は、氏の変更があった者が、住民票に旧氏の記載を求めることができるようになった

ことに伴い、印鑑登録証明事務においても、旧氏による印鑑登録ができるようにするととも

に、性的少数者等の人権に配慮し、性別欄を削除するものです。なお附則において、この条

例は、令和元年 11月５日から施行するとしています。この、改正内容は適正と認められ、よ

って、議案第 40号は、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し

上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（中島博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決定することに賛

成の方は、ご起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。 

よって議案第 40号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第２ 議案第 41号 砥部町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例等の一部改正

について 

（総務常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（中島博志） 日程第２、議案第 41号、砥部町職員の分限に関する手続及び効果に関
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する条例等の一部改正についてを議題とします。委員長の報告を求めます。井上総務常任委

員長。 

◯総務常任委員長（井上洋一） 総務常任委員会に付託されました、議案第 41号について、

審査の結果をご報告申し上げます。議案第 41号、砥部町職員の分限に関する手続及び効果に

関する条例等の一部改正については、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、不当に

差別されることがないよう、欠格条項を設けている各制度の適正化を図るため、成年被後見

人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布さ

れたことに伴い、地方公務員法の一部が改正され、条例の引用条文の内容にずれが生じたこ

と等により、文言整理を行うものです。関係する条例、砥部町職員の分限に関する手続及び

効果に関する条例、砥部町職員の給与に関する条例、砥部町職員の旅費に関する条例の３条

例の一部改正を行っています。なお附則において、この条例は、成年被後見人等の権利の制

限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第１条第２号に掲げ

る規定の施行の日、令和元年 12月 14日から施行するとしています。この改正内容は適正と

認められ、よって、議案第 41号は、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここ

にご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（中島博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決定することに賛

成の方は、ご起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。 

よって議案第 41号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 議案第 42号 砥部町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

（厚生文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（中島博志） 日程第３、議案第 42号、砥部町災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部改正についてを議題とします。委員長の報告を求めます。平岡厚生文教常任委員長。 

○厚生文教常任委員長（平岡文男） 厚生文教常任委員会に付託されました、議案第 42 号

について、審査の結果をご報告申し上げます。議案第 42号、砥部町災害弔慰金の支給等に関

する条例の一部改正については、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の一部改

正に伴い、償還金の支払い猶予等について必要な措置を講じるため、所要の改正を行うもの

で、その主な内容につきましては、法律及び施行令の一部改正により、引用条文の内容にず
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れが生じたため、文言整理を行うとともに、災害弔慰金等の支給に関する事項を調査審議す

るため、支給審査委員会の設置に係る規定を追加しております。なお、この附則においては、

この条例は、公布の日から施行することとし、併せて、砥部町の特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正を行います。災害弔慰金等支給審査委員の

報酬は、日額１万 5,000円と定めております。この内容は適正と認められ、よって、議案第

42 号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしましたので、ここにご報告申し上げ、

委員長報告を終わります。 

○議長（中島博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

[「質疑なし」の声あり] 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決定することに賛

成の方は、ご起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。 

よって議案第 42号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４ 議案第 43号  砥部町保育所条例の一部改正について 

（厚生文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（中島博志） 日程第４、議案第 43号、砥部町保育所条例の一部改正についてを議題

とします。委員長の報告を求めます。平岡厚生文教常任委員長。 

○厚生文教常任委員長（平岡文男） 厚生文教常任委員会に付託されました、議案第 43 号

につきまして、審査の結果をご報告申し上げます。議案第 43号、砥部町保育所条例の一部改

正につきましては、10月からの幼児教育・保育無償化の実施にあたり、町立保育所で実施す

る延長保育事業に係る保育料の改正を行うもので、改正の内容につきましては、１箇月 2,500

円を、午前７時 30分から午前８時 30分まで１回当たり 150円、午後４時 30分から午後６時

30 分まで１時間当たり 150 円、午後６時 30 分から午後７時まで１回当たり 150 円とするも

のでございます。なお、附則につきましては、この条例は、令和元年 10月１日から施行する

としております。この改正内容は適正と認められ、よって、議案第 43号は、原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（中島博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

討論を行います。討論はありませんか。 



64 

 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決定することに賛

成の方は、ご起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。 

よって議案第 43号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 議案第 44号  砥部町広田保育所条例の一部改正について 

（厚生文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（中島博志） 日程第５、議案第 44号、砥部町広田保育所条例の一部改正についてを

議題とします。委員長の報告を求めます。平岡厚生文教常任委員長。 

○厚生文教常任委員長（平岡文男） 厚生文教常任委員会に付託されました、議案第 44 号

について、審査の結果をご報告申し上げます。議案第 44号、砥部町広田保育所条例の一部改

正につきましては、10 月から幼児教育・保育無償化の実施に合わせ、広田保育所を平成 27

年４月に施行された子ども・子育て支援新制度に移行するため、保育料及び延長保育事業な

どの規定を改正するもので、改正の主な内容は、現行の保育料基準表を削除するとともに、

延長保育事業の規定を追加しております。また、保育料基準表については、砥部町子どもの

ための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則において定めるとしております。なお、

附則においては、この条例は、令和元年 10月１日から施行するとしております。この改正内

容は適正と認められ、よって、議案第 44号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたし

ましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（中島博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決定することに賛

成の方は、ご起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。 

よって議案第 44号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第６ 議案第 45号 砥部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
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の一部改正について 

（厚生文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（中島博志） 日程第６、議案第 45号、砥部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。委員長の報告を求めます。平岡

厚生文教常任委員長。 

○厚生文教常任委員長（平岡文男） 厚生文教常任委員会に付託されました、議案第 45 号

について、審査の結果をご報告申し上げます。議案第 45号、砥部町家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、厚生労働省令の家庭的保育

事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、所要の規定を改正するもので

ございます。改正の主な内容は、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う連

携施設の確保義務を緩和するとともに、家庭的保育者の居宅以外で保育を提供している家庭

的保育事業者の自園調理の原則の適用を猶予する経過措置を 10年としております。さらに、

家庭的保育事業者の連携施設の確保に係る経過措置を５年から 10年に拡大しています。なお、

附則において、この条例は、公布の日から施行するとしております。この改正内容は適正と

認められ、よって、議案第 45号は、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしましたので、

ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（中島博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決定することに賛

成の方は、ご起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。 

よって議案第 45号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第７ 議案第 46号 砥部町消防団条例の一部改正について 

（総務常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（中島博志） 日程第７、議案第 46号、砥部町消防団条例の一部改正についてを議題

とします。委員長の報告を求めます。井上総務常任委員長。 

○総務常任委員長（井上洋一） 総務常任委員会に付託されました、議案第 46号について、

審査の結果をご報告申し上げます。議案第 46号、砥部町消防団条例の一部改正については、 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法

律の公布に伴い、所要の改正を行うもので、改正の主な内容は、消防団員となる者の欠格事
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項から、成年被後見人又は被保佐人の号を削除するとともに、文言整理を行っています。な

お附則において、この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日、令和元年 12

月 14日から施行するとしています。この改正内容は適正と認められ、よって、議案第 46号

は、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告

を終わります。 

○議長（中島博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「質疑なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 質疑なしと認めます。 

討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。本案のとおり決定することに賛

成の方は、ご起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。 

よって議案第 46号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第８ 議案第 47号 令和元年度砥部町一般会計補正予算（第３号） 

日程第９ 議案第 48号 令和元年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 10  議案第 49号 令和元年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 11 議案第 50号 令和元年度砥部町浄化槽特別会計補正予算（第１号） 

日程第 12 議案第 51号 令和元年度砥部町公共下水道事業会計補正予算（第１号） 

（所管常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（中島博志） 日程第８、議案第 47号、令和元年度砥部町一般会計補正予算第３号か

ら日程第 12、議案第 51 号、令和元年度砥部町公共下水道事業会計補正予算第１号までの５件

を一括議題とします。委員長の報告を求めます。井上総務常任委員長。 

○総務常任委員長（井上洋一） 総務常任委員会に付託されました、補正予算について、審

査の結果をご報告申し上げます。議案第 47号、令和元年度砥部町一般会計補正予算第３号の

うち、当委員会所管の歳出の主なものは、総務費、総務管理費関係では、宮内区及び川下区

が行う有線放送施設整備事業の一部を補助するため、補助金を 56万７千円追加、旧砥部老人

憩いの家の解体を行うため、工事請負費を 739万９千円追加しています。また、マイナンバ

ーカードを活用した自治体ポイントによる消費活性化策の導入に向けた環境整備事業の関連

経費を 185万８千円追加しています。この事業は、全額、国庫支出金で賄っています。徴税

費関係では、法人町民税において、確定申告により過誤納還付金が生じたため、償還金利子

及び割引料を 410万４千円追加しています。その他、人件費の補正がなされています。次に、
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歳入については、地方特例交付金を 2,200万円増額、分担金及び負担金を 355万９千円増額、

国庫支出金を 781万円増額、県支出金を 229万３千円増額、繰越金を 5,432万２千円増額し

ています。以上、適正な補正と認められ、よって、議案第 47号は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（中島博志） 政岡産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（政岡洋三郎） 産業建設常任委員会に付託されました、補正予算３

件について、審査の結果をご報告申し上げます。はじめに、議案第 47号、令和元年度砥部町

一般会計補正予算第３号のうち、当委員会所管の歳出の主なものは、衛生費、保健衛生費関

係では、聖浄苑建物改築工事に伴う伊予消防等事務組合への負担金を 228万４千円追加して

います。清掃費関係では、美化センターの修繕料に不足が見込まれるため、需用費を 457万

２千円追加、千里埋立処分場の遮水シートを修繕するため、需用費を 57万８千円追加してい

ます。農林水産業費、農業費関係では、えひめ中央農業協同組合堀江選果場に軟弱果物に対

応した品質評価機能向上ラインを整備するため、負担金を 333万５千円追加しています。商

工費関係では、県窯業技術センターの新築に伴い、県と協力し実施する海外陶芸家招致事業

に係る旅費を 29万４千円追加しています。土木費、道路橋りょう費関係では、町道の補修工

事費を 2,950万円追加しています。また、町道日の出広瀬線の県道久谷森松停車場線との交

差部を改良するため、工事請負費等関係経費を 3,700万円追加しています。都市計画費関係

では、公共下水道事業会計の、汚泥処分料の増加に伴い、補助金を 600万円追加し、人件費

の減額に伴い、出資金を 700万円減額しています。また、指定管理期間が今年度で満了する

ことに伴い、今年度中に業者選定を行う必要があるため、指定管理委託料に対する債務負担

行為を設定しています。期間はいずれも、令和２年度から令和６年度までの５年間で、限度

額は、農村工芸体験館に対する債務負担 522万円、峡の館に対する債務負担 1,476万円、交

流ふるさと研修の宿に対する債務負担 252万円です。そのほか、人件費の補正がなされてい

ます。次に、議案第 50号、令和元年度砥部町浄化槽特別会計補正予算第１号は、歳入歳出そ

れぞれ 909万８千円の減額補正で、その内容は、職員１名の減による人件費のみの減額です。

次に、議案第 51号、令和元年度砥部町公共下水道事業会計補正予算第１号は、収益的収入及

び支出の予定額を、収入では 612 万円追加し、３億 2,073 万円に、支出では、720 万２千円

を追加し、３億 132万７千円に改めています。支出の内容は、汚泥の処分方法を堆肥化から

焼却に変更したことにより処分委託料を 612万８千円追加、人件費を 107万４千円追加して

います。また、資本的収入及び支出の予定額を、収入では、700 万円減額し、４億 125 万４

千円に、支出では 719万８千円減額し、５億 3,431万１千円に改めています。支出の主な内

訳は、職員１名減により人件費を 719万８千円減額しています。また、職員給与費を 612万

４千円減額し、4,985 万２千円に改めています。一般会計から受ける補助の金額を 600 万円

追加し１億 2,200万円に改めています。いずれも適正な補正と認められ、よって、議案第 47

号、第 50号及び第 51号の３議案については、原案のとおり可決すべきものと決定しました

ので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（中島博志） 続いて、平岡厚生文教常任委員長。 
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○厚生文教常任委員長（平岡文男） ご報告申し上げます。厚生文教常任委員会に付託され

ました、補正予算３件について、審査の結果をご報告申し上げます。はじめに、議案第 47

号、令和元年度砥部町一般会計補正予算第３号のうち、当委員会所管の歳出の主なものは、

民生費、社会福祉費関係では、国民健康保険事業特別会計の人件費の補正に伴い、施設勘定

への繰出金を 543万７千円追加しております。児童福祉費関係では、幼児教育・保育無償化

に伴って、新制度への移行していない幼稚園、認可外保育施設、預かり保育等の利用料を無

償化するため、子育てのための施設等利用給付費負担金を 838万８千円追加しております。

この財源としましては、国庫支出金を 419万４千円、県支出金を 209万７千円充てておりま

す。旧給食センター跡地から宮内保育所までの間、児童を安全に送迎できるよう整備するた

めに、関係経費を 114万９千円追加しております。教育費、小学校費関係では、麻生小学校

の大プールを改修するため、工事請負費を 1,289万２千円を追加しております。保健体育費

関係では、人事異動で調理員が１人減少したことにより、臨時調理員を雇用したため臨時雇

い賃金を 129万７千円追加しております。また、債務負担行為の追加では、高齢者福祉計画

及び第８期介護保険事業計画策定業務委託料に対する債務負担を、令和２年度までで、291

万７千円、文化会館及び図書館の指定管理委託料に対する債務負担を、令和２年度から令和

６年度までの５年間で、３億 4,885万円、陶街道ゆとり公園及び田ノ浦町民広場の指定管理

委託料に対する債務負担を、令和２年度から令和６年度までの５年間で、1,180 万５千円を

指定しております。変更では、小学校教育用パソコン及びソフトウェア借り上げ料に対する

債務負担の限度額を 881 万８千円増額し、8,523 万８千円に、中学校教育用パソコン及びソ

フトウェア借り上げ料に対する債務負担の限度額を 275 万３千円増額し、2,660 万６千円に

変更しております。そのほか、人件費の補正がなされております。次に、議案第 48号、令和

元年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予算第１号は、事業勘定は、歳入歳出それぞれ

999万円追加し、歳入歳出それぞれの総額を 24億 7,151万５千円としております。歳出の主

なものは、平成 30年度保険給付費等交付金について、精算等に伴う超過交付分を返還するた

め、償還金を 971万３千円追加しております。次に、直営診療施設勘定は、歳入歳出それぞ

れ 543万７千円追加し、歳入歳出それぞれの総額を 6,507万３千円としております。歳出の

内容は、人件費のみの補正で、全額、一般会計からの繰入金でまかなっております。次に、

議案第 49号、令和元年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算第１号は、保険事業勘定のみ

の補正で、歳入歳出それぞれ１億 2,077 万５千円追加し、歳入歳出それぞれの総額を 23 億

6,517 万４千円としております。歳出の内容は、介護保険事業運営基金積立金を 8,798 万７

千円追加し、平成 30年度に過払いとなった国庫負担金を返還するため、償還金を 3,278万８

千円追加しております。これらの財源として、支払基金交付金を 51万４千円、繰越金を１億

2,026 万１千円を充てております。また、一般会計と同様に債務負担行為の追加を行い、高

齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画策定業務委託料に対する債務負担を、令和２年度

までで 291万７千円設定をしております。いずれも適正な補正と認められ、よって、議案第

47号、第 48号及び第 49号の３議案については、原案のとおり可決すべきものと決定をいた

しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 
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○議長（中島博志） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。６

番、佐々木 雄君。 

○６番（佐々木 雄） 議案の第 47 号で、一般会計に関するところで、総務常任委員会の

井上委員長にお尋ねいたします。マイナンバーカードの活用した自治体ポイントによる、消

費活性化政策の導入に向けた環境整備を行うために、関係経費 185万８千円を追加というふ

うなことで、報告があったんですが、たまたまあの、この事業はですね、事前に全員協議会

でも私どもに案内もありまして、で、その時にもいろいろ議員の皆さんで検討した経過がご

ざいました。その時に、説明ではですね、町内の業者さんというふうなことだったと思うん

ですけども、その後国の方がもっと範囲を広げるというふうなことでですね、町内に限らな

くってもいいというふうなことでちょっと、あの、報道がされたかなと思うんですけども、

そうなってくると、国の方の出すお金が相当まあ、増えてくるというふうなことにもなって

くるんだろうと思うんですけども、そのへんについて、この委員会では何か議論がされたん

でしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（中島博志） 13番井上洋一君。 

○13番（井上洋一） ただいま佐々木議員の質疑でございますが、総務委員会ではその件に

ついての議論はございませんでした。私どもも、全員協議会での報告としては、この個人番

号カードに関しての、全額、国の補助金 185万８千円を充当するということであって、利用

店舗についても町内で募集をかけて、町内でまあ、使用するというような報告だったので、

その後変わったかどうかは理事者側に答弁を受けたいと思います。以上です。 

○議長（中島博志） 大江企画財政課長。 

○企画財政課長（大江章吾） 佐々木議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。総

務常任委員会でですね、あの、今おっしゃるような説明をさせていただきました。というの

が９月２日の愛媛新聞でですね、政府では今までの考え方を大きく変換するというようなこ

とを柱として考えておる記事が出ております。県にそのことにつきまして確認を私どもで行

いました。ですが、あくまで決定したものではなくって、まだあの、検討段階であるという

ようなことでございます。で、本人認証ポイント管理につきましては、先ほど言いました、

マイナンバーカードシステムを使用して行う点というのは変わっておりませんけれども、ご

承知のとおり民間のスマートフォン決済事業などとですね、連携をするというような方向に

変えるというようなことでございます。で、この内容につきましては、まだ先ほど申しまし

たとおり、国が一案として考えているということで、まあおそらく国の方に続くのか、どう

なの、前に変わるのかというのはまだ今の段階ではですね、確定したお答えはすることはで

きません。まあそういうことで、予算に関しましてもですね、今の段階では増えるものなの

か、減るものなのか、そのあたりもですね、わかりませんので、今は国の動向をですね、見

守っているというような状況でございます。以上でございます。 

○議長（中島博志） 他に質疑ありませんか。質疑を終わります。 

討論及び採決は 1件ごとに行います。議案第 47号、令和元年度砥部町一般会計補正予算第

３号について討論を行います。討論はありませんか。 
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［「討論なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 議案第 47号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決定

することに賛成の方は、ご起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。 

よって議案第 47号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

議案第 48 号、令和元年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予算第１号について討論を

行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 議案第 48号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決定

することに賛成の方は、ご起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。 

よって議案第 48号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

議案第 49 号、令和元年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算第１号について討論を行い

ます。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 議案第 49号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決定

することに賛成の方は、ご起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。 

よって議案第 49号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

議案第 50 号、令和元年度砥部町浄化槽特別会計補正予算第１号について討論を行います。

討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 議案第 50号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決定

することに賛成の方は、ご起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。 

よって議案第 50号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

議案第 51 号、令和元年度砥部町公共下水道事業会計補正予算第１号について討論を行いま

す。討論はありませんか。 

［「討論なし」の声あり］ 
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○議長（中島博志） 討論なしと認めます。 

 議案第 51号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決定

することに賛成の方は、ご起立願います。 

［全員起立］ 

○議長（中島博志） 全員起立です。ご着席ください。 

よって議案第 51号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第 13 議員派遣 

○議長（中島博志） 日程第 13、議員派遣を議題とします。 

お諮りします。10月 16日に徳島県で開催される第 60回四国地区町村議会議長会研修会に

全議員を派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

お諮りします。団体からの要請等による議会とまちづくりを語る会の派遣期間、派遣場所、

派遣議員等については、議長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

よって議員派遣については、ただいま申し上げましたとおり決定しました。 

 お諮りします。各委員長より閉会中の継続調査の申し出がありましたので、議会の運営に

関する事項及び議長の諮問に関する事項については議会運営委員会に、常任委員会の所管事

務等の調査事項については所管の常任委員会に、特別委員会の調査事項については特別委員

会にそれぞれ付託し、閉会中の継続調査とすることにしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（中島博志） 異議なしと認めます。 

 よって 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

以上で、本日の議事日程は、すべて終了しました。会議を閉じます。町長、あいさつを願

います。佐川町長。 

○町長（佐川秀紀） 閉会にあたり、一言お礼を申し上げます。議員の皆様には、ご多忙の

なか、９月５日から本日までの９日間にわたり、連日、終始熱心にご審議を賜り、継続審議

となりました決算認定を除き、ご議決くださいましたことに対しまして心からお礼を申し上

げます。これから、令和２年度予算の編成時期を迎えますが、引き続き健全財政を堅持する

ため、鋭意努力してまいりますので、議員の皆様の一層のご指導、ご鞭撻をお願いを申し上

げます。まだまだ残暑厳しい中ではございますが、朝夕めっきり涼しくなり、寒暖の差が激

しい季節となってまいりました。議員の皆様には、くれぐれも健康にはご留意いただき、町

政の進展、地域の発展に、より一層のご協力を賜わりますようお願いを申し上げまして、閉
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会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（中島博志） 以上をもって、令和元年第３回砥部町議会定例会を閉会します。 

 

 

閉会 午前 10時 18分 
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地方自治法第 123条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ないことを証明するため

にここに署名する。 

 

 

砥部町議会議長 

 

議員 

 

議員 
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